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変更の届出について 

（指定介護老人福祉施設） 

 

１ 届出を要する変更事項 

  ① 事業所（施設）の名称 

   ② 事業所（施設）の所在地 

   ③ 開設者の名称及び主たる事務所の所在地 

   ④ 代表者の氏名、生年月日、住所及び職名 

   ⑤ 登記事項証明書・条例等（当該事業に関するものに限る。） 

  ⑥ 事業所(施設)の建物の構造、専用区画等 

   ⑦ 事業所(施設)の管理者の氏名及び住所 

   ⑧ 運営規程 

  ⑨ 協力医療機関（病院）・協力歯科医療機関 

   ⑩ 併設施設の状況等 

   ⑪ 介護支援専門員の氏名及び登録番号 

  ⑫ その他（役員の氏名、生年月日等） 

 

２ 提出時期 

    所定の事項に変更があったときから１０日以内 

  （介護保険法第８９条） 

 

３ 提出先 

（１）北九州市、福岡市及び久留米市に所在する施設 

   当該施設の所在する市 

（２）（１）以外の施設 

   施設の所在地を管轄する保健福祉環境事務所 

 

４ 提出書類 

（１）事業所（施設）の名称 

  ①変更届出書（様式第３号） 

  ②変更理由書(届出書の記載内容で理由が確認できれば不要） 

  ③変更内容が確認できる法人の登記簿謄本、定款（寄付行為）、若しくは当該内容を決定した際の理

   事会議事録の写し 

    （注）老人福祉法に基づく「老人ホーム事業変更届」が必要 

 

（２）事業所（施設）の所在地 

  ①変更届出書（様式第３号） 

  ②変更理由書(届出書の記載内容で理由が確認できれば不要） 

  ③変更内容が確認できる法人の登記簿謄本、定款、若しくは当該内容を決定した際の理事会議事録の

   写し 

     （注）老人福祉法に基づく「老人ホーム事業変更届」が必要 

 

（３）開設者の名称及び主たる事業所の所在地 

  ①変更届出書（様式第３号） 

  ②変更理由書(届出書の記載内容で理由が確認できれば不要） 

  ③変更内容が確認できる法人の登記簿謄本、定款、若しくは当該内容を決定した際の理事会議事録の

   写し 

 

（４）代表者の氏名、生年月日、住所及び職名 

  ①変更届出書（様式第３号） 

-1-



                                        

  ②変更理由書(届出書の記載内容で理由が確認できれば不要） 

  ③変更内容が確認できる法人の登記簿謄本、定款、若しくは当該内容を決定した際の理事会議事録の

   写し 

  ④誓約書（欠格事由） 

  ⑤誓約書（暴力団） 

 

（５）登記事項証明書・条例等（当該事業に関するものに限る。） 

  ①変更届出書（様式第３号） 

  ②変更理由書(届出書の記載内容で理由が確認できれば不要） 

  ③登記事項証明書、条例等の写し 

 

（６）事業所(施設)の建物の構造、専用区画等 

  ①変更届出書（様式第３号） 

  ②変更理由書(届出書の記載内容で理由が確認できれば不要） 

  ③変更面積等比較表（該当項目のみ記載すること） 

  ④建物の立面図（変更前及び変更後：Ａ４又はＡ３サイズ） 

  ⑤建物の平面図（変更前及び変更後：Ａ４又はＡ３サイズ） 

   （注）当該建物建設費・整備費等に補助金が含まれている場合は、補助金適正化法に基づき、財産

     処分等の申請承認が必要になる場合があるので事前に相談すること。 

 

（７）事業所(施設)の管理者の氏名及び住所 

  ①変更届出書（様式第３号） 

  ②変更理由書(届出書の記載内容で理由が確認できれば不要） 

  ③管理者変更を決定した際の理事会の議事録の写し 

  ④管理者の資格を証する書類(資格証、経歴書又は講習修了証） 

  ⑤従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（別紙 高齢５－１）・・管理者分のみ 

  ⑥組織図 

  ⑦誓約書（欠格事由） 

  ⑧誓約書（暴力団） 

   （注）介護老人福祉施設の管理者(施設長）については、 

      ①社会福祉主事の資格を持っている。  

      ②社会福祉事業に２年以上従事した経験がある。 

      ③厚生労働省指定の「社会福祉施設長資格認定講習」を修了している。 

            のいずれかを満たす必要がある。 

       

（８）運営規程 

  ①変更届出書（様式第３号） 

  ②変更理由書(届出書の記載内容で理由が確認できれば不要） 

  ③変更前・後の「運営規程」（利用料のみ変更は、変更前・後の利用料一覧表のみでも可） 

   （注）変更箇所を蛍光ペン（黄色）で色づけすること。 

  ④ (入所定員が変更となる場合）従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（別紙 高齢５－１） 

    （注）入所定員が変更となる場合、老人福祉法に基づく「入所定員変更認可」が必要 

    （注）職員の定数や職務内容を変更する場合、施設の運営方針を変更する場合は、老人福祉法に基

     づく｢老人ホーム事業変更届｣が必要 

 

（９）協力医療機関・協力歯科医療機関 

  ①変更届出書（様式第３号） 

  ②変更理由書(届出書の記載内容で理由が確認できれば不要） 

  ③変更後の「協力病院等一覧」 

  ④契約書等の写し 
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（10）併設施設の状況等 

  ①変更届出書（様式第３号） 

  ②変更理由書(届出書の記載内容で理由が確認できれば不要） 

  ③変更後の「併設施設の概要」 

 

（11）役員（理事・監事）の氏名、生年月日等 

  ①変更届出書（様式第３号） 

  ②誓約書（欠格事由） 

  ③誓約書（暴力団） 

   （注）他の介護事業の変更届に原本を添付する場合は、写しで可。添付した事業名を余白に記載。 

 

（12）介護支援専門員の氏名及び登録番号 

  ①変更届出書（様式第３号） 

  ②変更理由書(届出書の記載内容で理由が確認できれば不要） 

  ③当該事務所に勤務する介護支援専門員一覧(別紙３） 

  ④介護支援専門員の資格書の写し（「４０」で始まる番号の記載されたもの） 

 

５ 根拠法令 

  ① 介護保険法(平成９年法律第１２３号) 

    (変更の届出) 

    第八十九条 指定介護老人福祉施設の開設者は、開設者の住所その他の厚生労働省令で定める事項に変更があっ

     たときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならな

     い。 

 

  ② 介護保険法施行規則(平成１１年厚生省令第３６号) 

    (指定介護老人福祉施設に係る指定の申請等) 
    第百三十四条 法第八十六条第一項の規定により指定介護老人福祉施設の指定を受けようとする者は、次に掲げ
     る事項を記載した申請書又は書類を、当該指定の申請に係る施設の開設の場所を所管する都道府県知事に提出
     しなければならない。 

     一 施設の名称及び開設の場所 

     二 開設者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名 

     三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日 

     四 開設者の登記事項証明書又は条例等 

     五 特別養護老人ホームの認可証等の写し 

     六 併設する施設がある場合にあっては、当該併設する施設の概要 

     七 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要 

     八 入所者の推定数 

     九 施設の管理者の氏名、生年月日及び住所 

     十 運営規程 

     十一 入所者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 

     十二 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態 

     十三 指定介護老人福祉施設基準第二十八条第一項(指定介護老人福祉施設基準第四十九条において準用する

       場合を含む。)に規定する協力病院の名称及び診療科名並びに当該協力病院との契約の内容(指定介護老人

       福祉施設基準第二十八条第二項(指定介護老人福祉施設基準第四十九条において準用する場合を含む。)に

       規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。) 

     十四 法第八十六条第二項各号(法第八十六条の二第四項において準用する場合を含む。)に該当しないことを

       誓約する書面(以下この条及び第百三十五条において「誓約書」という。) 

     十五 介護支援専門員の氏名及びその登録番号 

     十六 その他指定に関し必要と認める事項（役員の氏名、生年月日等） 
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    ２ 法第八十六条の二第一項の規定に基づき指定介護老人福祉施設に係る指定の更新を受けようとする者は、第
     一項各号(第三号及び第十六号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該
     指定に係る施設の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 

     一 現に受けている指定の有効期間満了日 

     二 誓約書 

    ３ 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る施設が既に当該都道府県知事に提出している第
     一項第四号から第十四号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の
     提出を省略させることができる。 

    (指定介護老人福祉施設の開設者の住所の変更の届出等) 
    第百三十五条 指定介護老人福祉施設の開設者は、第百三十四条第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る
     事業に関するものに限る。)、第六号、第七号、第九号、第十号、第十三号及び第十五号に掲げる事項に変更が
     あったときは、当該変更に係る事項について当該指定介護老人福祉施設の開設の場所を管轄する都道府県知事
     に届け出なければならない。 
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様式第３号（第４条関係） 

変 更 届 出 書 

年  月  日 

 

 福岡県知事 殿 

                     所在地（住所） 

             事業（開設）者 名称（氏名） 

                     代表者の職・氏名       

（記名押印又は署名） 

                                           

○ 次のとおり指定（許可）を受けた内容を変更しましたので届け出ます。 

 

介護保険事業所番号           

指定内容を変更した事業所（施設） 

名称 

所在地 

サ ー ビ ス の 種 類  

変 更 が あ っ た 事 項 変 更 の 内 容 

１ 事業所（施設）の名称 （変更前） 

２ 事業所（施設）の所在地 

３ 事業（開設）者の名称・主たる事務所の所在地 

４ 代表者の職・氏名、生年月日及び住所 

５ 
登記事項証明書、条例等 

（当該事業に関するものに限る。） 

６ 事業所（施設）の建物の構造、専用区画等 

７ 
備品 

（訪問入浴介護事業及び介護予防訪問入浴介護事業に限る。）  

８ 
事業所（施設）の管理者の氏名、生年月日及び住所 

（介護老人保健施設及び介護医療院を除く。） 

９ サービス提供責任者の氏名及び住所 

10 運営規程 

11 協力医療機関（病院）・協力歯科医療機関 

12 事業所の種別 

13 提供する居宅療養管理指導の種類 （変更後） 

14 

事業実施形態 

（単独型、本体施設が特別養護老人ホームの場合の 

空床利用型・併設型の別） 

15 入院患者又は入所者の定員 

16 
福祉用具の保管及び消毒方法 

（委託している場合にあっては、委託先の状況） 

17 併設施設の状況等 

18 介護支援専門員の氏名及びその登録番号 

19 その他 

変更年月日     年    月    日 

備考１ 該当項目番号に○を付してください。 

  ２ 変更内容が分かる書類を添付してください。 
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                     変 更 理 由 書  

  （変更の目的、変更の結果改善される点などを、簡潔に記入して下さい。 ) 
 

  (施設名）  
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申請者    （名称）

（代表者の職名・氏名）

（記名押印又は署名）

　申請者が別紙のいずれにも該当しない者であることを誓約します。

（該当に○）

別紙①：　居宅サービス事業所向け

別紙②：　介護老人福祉施設向け

別紙③：　介護老人保健施設向け

別紙④：　介護医療院向け

別紙⑤：　介護予防サービス事業所向け

誓　約　書

　　　　　年      　月     　 日

　　　　○○都道府県知事    殿
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（別紙②：介護老人福祉施設向け）
介護保険法第８６条第２項
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提出の際は、必ず裏面と合わせて両面コピーしてください。

暴力団排除に係る誓約書

年　　月　　日

　　　福 岡 県 知 事　　殿

　所在地

申請者　名　称

　代表者名
(記名押印又は署名）

事業所番号 ４ ０

役員等名簿（当該事業所の管理者は必ず含まれます。また、代表者についても記入してください。）　　※署名の場合は押印不要

生年月日

役職名・呼称

〒　　　　－　

〒　　　　－　

〒　　　　－　

　１　申請者は、福岡県介護サービス事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例（以下「基準条例」といいま
　　す。）第２８条第１項各号及び第２項各号に掲げる者ではありません。

就任年月日

　　(4) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有している者

　　　年　月　日

　　　年　月　日

男　・　女

　　　年　月　日

記

住　　　　　　　　　所 押印※

事業所又は施設の所在市区町村名

氏　　　名

（ふりがな）

　４　申請者、申請者の役員若しくは事業所又は施設の管理者が、次のいずれかに該当した場合には、本申請を取り下げま
　　す。

　５　指定（更新）又は許可（更新）を受けた後に、申請者、申請者の役員及び事業所若しくは施設の管理者が、４のいず
　　れかに該当した場合又は基準条例第６条の２に違反した場合には、本指定（更新）に係る事業（施設）の廃止の届出又
　　は指定の辞退を行います。

　　(1) 基準条例第２８条第１項各号又は第２項各号に掲げる者であった場合

　３　申請者、申請者の役員及び介護保険法上の指定（更新）又は許可（更新）の申請に係る事業所又は施設の管理者は、
　　次に例示する福岡県暴力団排除条例（以下「暴排条例」といいます。）第２条第１号の暴力団（以下単に「暴力団」と
　　いいます。）又は暴排条例第２条第２号の暴力団員（以下単に「暴力団員」といいます。）と密接な関係を有する者で
　　はありません。

(　　　　　　　　　　　　)

性別

男　・　女

男　・　女

(　　　　　　　　　　　　)

(　　　　　　　　　　　　)

　　(1) 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用している者
　　(2) 契約の相手方が暴力団員であることを知りながら、その者と商取引に係る契約を締結している者
　　(3) 暴力団又は暴力団員に対して経済上の利益又は便宜を供与している者

　　(5) その他暴排条例に抵触した場合

　６　４又は５の場合、貴県に対して異議を申し立てず、かつ、損害賠償を求めません。

　　(2) 暴排条例第２２条の規定に基づく勧告を受けた場合
　　(3) 暴排条例第２３条の規定に基づく事実の公表を受けた場合

サービスの種類

事業所又は施設の名称

　２　申請者の運営する施設・事業所は、基準条例第６条の２（基準条例第１２条、第１７条、第２１条又は第２６条に
　　おいて準用する場合を含む。以下同じ。）に該当しません。

別添１

　　(4) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者であった場合

-9-



役員等名簿（当該事業所の管理者は必ず含まれます。また、代表者についても記入してください。）　　※署名の場合は押印不要

生年月日

役職名・呼称

〒　　　　－　

〒　　　　－　

〒　　　　－　

〒　　　　－　

〒　　　　－　

〒　　　　－　

〒　　　　－　

〒　　　　－　

〒　　　　－　

〒　　　　－　

〒　　　　－　

〒　　　　－　

〒　　　　－　

〒　　　　－　

〒　　　　－　

〒　　　　－　

〒　　　　－　

(　　　　　　　　　　　　)
男　・　女

　　　年　月　日

　　　年　月　日

男　・　女

性別
押印※

氏　　　名 就任年月日
住　　　　　　　　　所

（ふりがな）

(　　　　　　　　　　　　)

(　　　　　　　　　　　　)
男　・　女

　　　年　月　日

(　　　　　　　　　　　　)
男　・　女

　　　年　月　日

　　　年　月　日

男　・　女

(　　　　　　　　　　　　)
男　・　女

(　　　　　　　　　　　　)

　　　年　月　日

　　　年　月　日

(　　　　　　　　　　　　)
男　・　女

(　　　　　　　　　　　　)
男　・　女

　　　年　月　日

(　　　　　　　　　　　　)
男　・　女

　　　年　月　日

(　　　　　　　　　　　　)
男　・　女

　　　年　月　日

(　　　　　　　　　　　　)
男　・　女

　　　年　月　日

　　　年　月　日

男　・　女

　　　年　月　日

(　　　　　　　　　　　　)
男　・　女

　　　年　月　日

(　　　　　　　　　　　　)
男　・　女

　　　年　月　日

　　　年　月　日

(　　　　　　　　　　　　)
男　・　女

　　　年　月　日

(　　　　　　　　　　　　)
男　・　女

(　　　　　　　　　　　　)

(　　　　　　　　　　　　)
男　・　女
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施設名

変更前 ㎡ （用途地域の別：　　　　　　　　　　　　　　）
変更後 ㎡ （用途地域の別：　　　　　　　　　　　　　　）

造 建築面積 ㎡
階建 延べ面積 ㎡
造 建築面積 ㎡
階建 延べ面積 ㎡

建物の平面図
１人当たり

面積（㎡）

１0.65㎡／人

１室４人以下

１人当たり １人当たり

面積（㎡） 面積（㎡）

機能訓練室 １㎡／人

食堂 ２㎡／人

共同生活室 ２㎡／人

場所（階） 床面積（㎡） 設　備 その他 場所（階） 床面積（㎡） 設　備 その他 施設基準
静　養　室
医　務　室
浴　　室
特別浴室
洗　面　所
便　　所
サービスステーション

調　理　室（厨房）
洗　濯　室
汚物処理室

場所（階） 片廊下（m） 中廊下（m） 設備・その他 場所（階） 片廊下（m） 中廊下（m） 設備・その他 施設基準
片廊下1.8m以上
中廊下2.7m以上
手摺りを設けること

（注１）変更事項のみの記載で構いません。

（注２）枠が足りない場合等には、適宜様式を変更して構いません。

施設基準

施設基準
床面積（㎡）

その他項目 変　　　更　　　後変　　　更　　　前

廊下の幅

(ユニット方の場合は、
原則個室で、13,2㎡/
室)

場所（階）

変更後

変更前

床面積（㎡）場所（階）

変　　　更　　　後変　　　更　　　前

設備・その他 設備・その他場所（階）

変　更　面　積　等　比　較　表（介護老人福祉施設）

敷地の面積・平面図

建物の構造概要
変更後

変更前

居　　　室

その他（設備等）面積（㎡）定員（人）部屋番号等
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参考様式２

事業所又は施設の名称
カ　ナ

氏　名

（郵便番号　　　　－　　　　　）

職　務　内　容

備　　考 （研修等の受講の状況等）

備考１　(     )には、「管理者」、「サービス提供責任者」、「経験看護師」又は「計画作成担当者」と記入してください。

　　　２　住所・電話番号は、自宅のものを記入してください。

　　　３　当該管理者が管理する事業所・施設が複数の場合は、「事業所又は施設名」欄を適宜拡張して、

　　　　　その全てを記入してください。

　　　４　介護関係の職歴については、開設法人名と事業所名の両方を記載してください。

（　　　　　　　　　　　　）　経　　歴　　書

生年月日

主　　な　　職　　歴　　等

　　年　　月　　～　　　年　　月 勤　　務　　先　　等

  年　　　月　　　日

住所

電話番号

職　　務　　に　　関　　連　　す　　る　　資　　格

資　　格　　の　　種　　類 資　　格　　取　　得　　年　　月　　日
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（別紙３）

従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表　（　　　　年　　　月分） サービス種類（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

事業所・施設名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

「人員配置区分―　　型」又は「該当する体制等―　　　　　」 ［入所（利用）定員（見込）数等　　　　　名］

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

＊

① ① ③ ② ④ ① ④

ab ab ab cd cd e e

＜配置状況＞

看護職員：介護職員
　（　　　　：　　　　)

看護師：准看護師　(日中)
　（　　　　：　　　　)

看護師：准看護師 （夜間）
　（　　　　：　　　　)

備考1　＊欄には、当該月の曜日を記入してください。
　　2　「人員配置区分」又は「該当する体制等」欄には、別紙「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」に掲げる人員配置区分の類型又は該当する
　　　体制加算の内容をそのまま記載してください。
　　3　届出を行う従業者について、4週間分の勤務すべき時間数を記入してください。勤務時間ごとあるいはサービス提供時間単位ごとに区分して
　　　番号を付し、その番号を記入してください。
　　　　（記載例1―勤務時間 ①8：30～17：00、②16：30～1：00、③0：30～9：00、④休日）
　　　　（記載例2―サービス提供時間 a 9：00～12：00、b 13：00～16：00、c 10：30～13：30、d 14：30～17：30、e 休日）
　　　　　※複数単位実施の場合、その全てを記入のこと。
　　4　届出する従業者の職種ごとに下記の勤務形態の区分の順にまとめて記載し、「週平均の勤務時間」については、職種ごとのAの小計と、
　　　Ｂ～Ｄまでを加えた数の小計の行を挿入してください。
　　　　　勤務形態の区分　Ａ：常勤で専従　Ｂ：常勤で兼務　Ｃ：常勤以外で専従　Ｄ：常勤以外で兼務
　　5　常勤換算が必要なものについては、Ａ～Ｄの「週平均の勤務時間」をすべて足し、常勤の従業者が週に勤務すべき時間数で割って、
　　　「常勤換算後の人数」を算出してください。
　　6　短期入所生活介護及び介護老人福祉施設について、テクノロジーを導入する場合の夜間の人員配置基準（従来型）を適用する場合においては、
　　　「（再掲）夜勤職員」欄を記載してください。「１日の夜勤の合計時間」は、夜勤時間帯に属する勤務時間（休憩時間を含む）の合計数を記入してください。
　　　また、別添の「テクノロジーを導入する場合の夜間の人員配置基準（従来型）に係る届出書」を添付してください。
　　7　算出にあたっては、小数点以下第2位を切り捨ててください。
　　8　当該事業所・施設に係る組織体制図を添付してください。
　　9　各事業所・施設において使用している勤務割表等（変更の届出の場合は変更後の予定勤務割表等）により、届出の対象となる従業者の職種、
　　　勤務形態、氏名、当該業務の勤務時間及び看護職員と介護職員の配置状況(関係する場合)が確認できる場合はその書類をもって添付書類として
　　　差し支えありません。

常勤換
算後の
人数

（記載例―1）

（記載例―2）

職　種
勤務
形態

氏　名

第1週 第2週 第3週

（再掲）
夜勤職員

１日の夜勤の合計時間

常勤換算後の人数
（16h換算）

第4週
4週の
合計

週平均
の勤務
時間
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協 力 病 院 等 一 覧 
 

 名 称   

所 在 地  

診 療 科 名  

病 床 数  

 
 
職 員 の 配 置 状 況 
（併 設 の 場 合 は 略 ） 
 
 
   ※実 人 員 で記 入  

医 師                       人  

看 護 師                       人  

准 看 護 師                       人  

そ の 他                       人  

施 設 か ら の 距 離                            ｍ     （徒 歩    分 ：車    分 ）  

契 約 内 容              別 紙 契 約 書 のとおり  
 
 
 

 名 称   

所 在 地  

診 療 科 名  

病 床 数  

 
 
職 員 の 配 置 状 況 
（併 設 の 場 合 は 略 ） 
 
 
   ※実 人 員 で記 入  

医 師                       人  

看 護 師                       人  

准 看 護 師                        人  

そ の 他                       人  

施 設 か ら の 距 離                            ｍ     （徒 歩    分 ：車    分 ）  

契 約 内 容              別 紙 契 約 書 のとおり  
 
 
 

 名 称   

所 在 地  

診 療 科 名  

病 床 数  

 
 
職 員 の 配 置 状 況 
（併 設 の 場 合 は 略 ） 
 
 
   ※実 人 員 で記 入  

医 師                       人  

看 護 師                       人  

准 看 護 師                       人  

そ の 他                       人  

施 設 か ら の 距 離                            ｍ     （徒 歩    分 ：車    分 ）  

契 約 内 容              別 紙 契 約 書 のとおり  
 

 

-14-



名 称

施 設 種 別

所在地（電話番号）
（ ）

ベ ッ ド 数 床

病 （ 居 ） 室 数 室

診 療 科 名
（医療機関の場合）

医 師 人（うち兼務職員 人）

看 護 婦 人（うち兼務職員 人）

准看護婦 人（うち兼務職員 人）

※実人員で記入 介護職員 人（うち兼務職員 人）

相談指導員 人（うち兼務職員 人）

理学療法士 人（うち兼務職員 人）

作業療法士 人（うち兼務職員 人）

管理栄養士 人（うち兼務職員 人）

栄 養 士 人（うち兼務職員 人）

薬 剤 師 人（うち兼務職員 人）

調 理 員 人（うち兼務職員 人）

事 務 員 人（うち兼務職員 人）

そ の 他 人（うち兼務職員 人）

施設との位置関係 ｍ 別添：配置図のとおり

職員の配置状況

併 設 施 設 の 概 要
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別紙３

（01）常勤専従

（03）常勤兼務

（02）非常勤専従

（04）非常勤兼務

（01）常勤専従

（03）常勤兼務

（02）非常勤専従

（04）非常勤兼務

（01）常勤専従

（03）常勤兼務

（02）非常勤専従

（04）非常勤兼務

（01）常勤専従

（03）常勤兼務

（02）非常勤専従

（04）非常勤兼務

（01）常勤専従

（03）常勤兼務

（02）非常勤専従

（04）非常勤兼務

（01）常勤専従

（03）常勤兼務

（02）非常勤専従

（04）非常勤兼務

（01）常勤専従

（03）常勤兼務

（02）非常勤専従

（04）非常勤兼務

（01）常勤専従

（03）常勤兼務

（02）非常勤専従

（04）非常勤兼務

（01）常勤専従

（03）常勤兼務

（02）非常勤専従

（04）非常勤兼務

（01）常勤専従

（03）常勤兼務

（02）非常勤専従

（04）非常勤兼務

備考 1 　「受付番号」欄は、記入しないでください。

2 　記入欄が不足する場合は、適宜欄を設けて記載するか又は別葉に記載した書類を添付してください｡

⑩
ﾌﾘｶﾞﾅ 西暦 西暦

氏名 　　　年　　月　　日 　　　年　　月　　日

⑨
ﾌﾘｶﾞﾅ 西暦 西暦

氏名 　　　年　　月　　日 　　　年　　月　　日

⑧
ﾌﾘｶﾞﾅ 西暦 西暦

氏名 　　　年　　月　　日 　　　年　　月　　日

⑦
ﾌﾘｶﾞﾅ 西暦 西暦

氏名 　　　年　　月　　日 　　　年　　月　　日

⑥
ﾌﾘｶﾞﾅ 西暦 西暦

氏名 　　　年　　月　　日 　　　年　　月　　日

⑤
ﾌﾘｶﾞﾅ 西暦 西暦

氏名 　　　年　　月　　日 　　　年　　月　　日

ﾌﾘｶﾞﾅ 西暦 西暦

氏名 　　　年　　月　　日 　　　年　　月　　日

西暦 西暦

氏名 　　　年　　月　　日 　　　年　　月　　日

西暦 西暦

氏名 　　　年　　月　　日 　　　年　　月　　日

ﾌﾘｶﾞﾅ

西暦 西暦

氏名 　　　年　　月　　日 　　　年　　月　　日

ﾌﾘｶﾞﾅ

4 0

当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧

氏名 登録番号 交付都道府県
就労開始
年月日

就労終了
年月日

勤務形態
（いずれかに○）

④

①

計画作成担当者
(介護支援専門員)

数

専従 兼務

常勤

非常勤

②

③
ﾌﾘｶﾞﾅ

福岡県
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老人ホーム廃止（休止）・入所定員増加（減少）認可申請書 

 

【提出時期】 

 「変更予定日の１カ月前」 市町村及び社会福祉法人が保健福祉（環境）事務所に提出 

 「変更予定日の２週間前」 保健福祉（環境）事務所が高齢者支援課施設運営係に進達 

 

【チェック項目】 

提出書類 チェック項目 

変更届／認可申請書 □必要事項を記入しているか？ 

□押印漏れはないか？ 

□面積は図面と（登記簿謄本）と合致しているか？ 

添付書類 

・施設設置認可書（写） 

・法人設立の認可書（写） 

・法人登記簿謄本 

・土地登記簿謄本 

・建物登記簿謄本 

 

・法人定款 

・法人役員名簿 

・法人財産目録 

・法人（本部・施設）会計予算書 

・運営規程 

・職員の勤務の体制及び勤務形態一覧 

・従業者の免許証等の写し 

 

・施設長の資格を証名する書類 

・介護支援専門員資格証（写） 

・建築確認通知書（写） 

・建築検査済証（写） 

・建物引渡書（写） 

・面積表 

・位置図、付近見取図 

・配置図 

・平面図 

・立面図 

・建物の全景写真 

□書類がそろっているか？ 

（但し、申請時に用意できない書類は後日追加で可） 

 

□当該施設に係るものか？ 

□所有権は法人となっているか？ 

□抵当権はＷＡＭ以外で設定されていないか？ 

□当該事業は定款に明記されているか？ 

 →明記されていない場合、定款変更を指示 

 

 

 

 

 

＊資格を必要とする職種について添付（看護士、医師、

（管理）栄養士等） 

＊社会福祉主事・厚労省指定講習会受講修了証等 

＊特養のみ 
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様式第１２号 

  

                          年  月  日

  

老人ホーム廃止（休止）・入所定員増加（減少）認可申請書 

 

 

福岡県知事 殿 

 

所 在 地 

社会福祉法人 

日 本 赤 十 字 

代 表 者 

（記名押印又は署名） 

 

 

年  月    日  第     号により設置の認可を受けた施設を（廃止・

休止）・入所定員を（増加・減少）したいので、老人福祉法第１６条第３項の

規定により、関係書類を添えて認可の申請をします。 

 

記 
 

 

１ 廃止（休止）・入所定員を増加（減少）しようとする年月日 

 

２ 廃止（休止）・入所定員を増減（減少）しようとする理由 

 

３ 現入所者の措置（廃止・休止・定員を減少しようとする場合） 

 

４ 休止の予定期間（休止しようとする場合） 

 

５ 減少後の入所定員（入所定員を減少しようとする場合） 

 

６ 増加後の入所定員（入所定員を増加しようとする場合） 
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老人ホーム事業変更届 

 

【届出が必要な変更事項】 老人福祉法施行規則第４条 

①施設の名称及び所在地        ※１ 

②土地又は建物に係る権利関係     ※２ （例）借地を購入 

③建物の規模及び構造並びに設備の概要 ※３ （例）施設の増改築 

④施設の運営方針 

⑤職員の定数及び職務内容 

⑥事業開始の予定年月日 

     ※１ 定款変更の必要あり 

     ※２ 所有権移転等で基本財産が増加する場合、定款変更の必要あり 

     ※３ 基本財産を変更する場合、定款変更の必要あり 

 ・建物の一部を取り壊す等行う場合、財産処分の手続きが必要となるケースがあるので、事前に

高齢者支援課（施設整備係）に連絡すること。 

【提出時期】 

 「変更予定日の１カ月前」  市町村及び社会福祉法人が保健福祉（環境）事務所に提出 

 「変更予定日の２週間前」  保健福祉（環境）事務所が介護保険課に進達 

【チェック項目】 

（１）届出書 

提出書類 チェック項目 

老人ホーム事業変更届 □必要事項を記入しているか？ 

□押印漏れはないか？ 

（２）添付書類一覧（○印が必要な書類） 

添付書類 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

・理事会議事録（当該変更に係る議決を行ったもの） 

・土地登記簿謄本 

・建物登記簿謄本 

・契約書（写） 

・法人定款 

・運営規程 

・建築確認通知書（写） 

・建築検査済証（写） 

・建物引渡書（写） 

・位置図、配置図 

・平面図、立面図 

・面積表 

・変更部分に係る写真 

・辞令、履歴書（写） 

・施設長就任承認書（写） 

・施設長の資格を証する書類（写） 

○ 

○※ 

○※ 

○※ 

 

○ 

○※ 

○※ 

○※ 

○※ 

○※ 

○※ 

○※ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○＊ 

○＊ 

○＊ 

○ 

○ 

 

○＊ 

○＊ 

○＊ 

○＊ 

○＊ 

○ 

○ 

 

 

 

 

○ 

○ 

 

 

 

 

○ 

○ 

※は施設の所在地変更時のみ    ＊は該当の場合のみ 
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様式第１０号 

（記載上の注意） 

  変更事項は、老人福祉法施行規則第４条の各号に掲げる事項を記載する。 

                          

 年  月  日 

 

老 人 ホ ー ム 事 業 変 更 届 

  

  福岡県知事 殿 

市 町 村  

地方独立行政法人 
社 会 福 祉 法 人 
日 本 赤 十 字 社  

                代 表 者 
（記名押印又は署名） 

 

 

 年  月  日  第  号により設置を届出た(設置の認可を受けた)施設 

について下記のとおり変更したので、老人福祉法第１５条の２第２項の規定に

より、関係書類を添えて届出ます。 

 

 

記 

 

１ 変更事項及び変更前後の比較 

  変更事項         変更前        変更後 

 

２ 変更年月日 

  変更  年  月  日 

 

３ 変更理由 

 

４ 添付書類 
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２ 指定更新事務の概要について 
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指定更新事務の概要          

 

１ 概要 

○ 平成１８年４月の介護保険制度の改正に伴い事業者規制の見直しの観点から、指定の更新制(6

年間)が導入された。 

○ 全ての指定・許可を受けた介護保険事業所・施設（以下「事業所等」という。）は、当該指定日

又は指定更新日から 6年を経過する日が「更新期限」となり、その翌日が「更新予定日」とな

る。 

 

 (例） 

 指 定 日(新規事業所等) 

指 定 更 新 日  

更 新 期 限 

（有効期限満了日） 

     更 新 予 定 日 

   (有効期限満了日の翌日) 

平成２５年８月１日 平成３１（令和元）年７月３１日  平成３１（令和元）年８月１日 

平成２６年９月１日 令和２年８月３１日 令和２年９月１日 

平成２７年９月１日 令和３年８月３１日 令和３年９月１日 

 

２ 指定更新申請・審査 

  指定更新時期を迎える事業所等に対しては、所管する県・市は指定更新申請の案内を行う。 

  指定更新申請書の受理後、所管の県・市は、指定要件の審査を行う。審査にあたっては、新規

指定の申請に係る審査と同様の書類等の審査を行うほか、必要により現地において事業の運営状

況等の審査を行う。(根拠法令：介護保険法第７０条の２、第７０条ほか) 

（１）人員基準：雇用及び勤務形態、加算に伴う人員、資格や研修修了の有無等の確認を行う。 

（２）設備基準：現時点の図面等による施設の利用状況及び施設の保有関係等の確認を行う。 

（３）運営基準：必要に応じて契約書、記録等の確認を行う。 

 なお，休止中の事業所等や指定要件を満たさない事業所等には更新を認めない。 

指定更新申請にあたっては、所管の県・市は手数料を徴収する。この手数料は審査のための手

数料なので、更新できない場合も返還しない。 
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３ 指定介護老人福祉施設に関する事項 
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３ 指定介護老人福祉施設に関する事項 
 

【基本方針】 

○指定介護老人福祉施設 

     施設は、施設サービス計画に基づき、可能な限り、居宅における復帰を念頭に置いて、

入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活

上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、入所者がその有する

能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものでなけれ

ばならない。 

   施設は、入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うととも

に、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。（令和６年３

月31日までは努力義務） 

施設サービスを提供するに当たっては、介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、

適切かつ有効に行うよう努めなければならない。 

（指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年３月31日厚生省

令第39号。以下「施設サービス基準」という。）第１条の２） 

○ユニット型指定介護老人福祉施設 

ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者一人一人の意思及び人格を尊重し、施設

サービス計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入居前の居宅

における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにお

いて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援しなければ

ならない。 

    施設は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、居宅介護支援事業

者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービ

スを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

   施設は、入居者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うととも

に、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。（令和６年３

月31日までは努力義務） 

施設サービスを提供するに当たっては、介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、

適切かつ有効に行うよう努めなければならない。 

（指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年３月31日厚生省

令第39号。以下「施設サービス基準」という。）第39条） 

○特別養護老人ホーム 

    特別養護老人ホームは、入所者に対し、健全な環境の下で、社会福祉事業に関する熱

意及び能力を有する職員による適切な処遇を行うよう努めなければならない。入所者の

処遇に関する計画に基づき、可能な限り、居宅における復帰を念頭に置いて、入浴、排
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せつ、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世

話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に

応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものでなければなら

ない。入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って処遇を行うよう努め

なければならない。 

   特別養護老人ホームは、入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備

を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。 

（令和６年３月31日までは努力義務） 

（特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準（平成11年３月31日厚生省令第46号。

以下「特養基準」という。）第２条） 
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１ 人員に関する基準（施設サービス基準第２条､第 21 条､第 22 条）（特養基準第５条） 

（１） 管理者 

    資格要件：社会福祉法第 19 条第１項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福

祉事業に２年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると

認められる者でなければならない。 

ア 施設の管理者は、専ら当該指定介護老人福祉施設の職務に従事する常勤の者でなけ

ればならない。 

イ 施設の管理者は、当該指定介護老人福祉施設の従業者の管理、業務の実施状況の把

握その他の管理を一元的に行わなければならない。 

ウ 施設の管理者は、従業者にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行う

ものとする。 

 

（２） 医師 

    入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数 

 

（３） 生活相談員 

常勤換算方法で、入所者の数が 100 又はその端数を増すごとに１人以上 

       生活相談員のうち１人以上は常勤でなければならない。 

    例）100 人＝１人  100 超～200 人＝２人 

資格要件：社会福祉法第 19 条第１項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等

以上の能力を有すると認められる者でなければならない。 

 

（４） 介護職員及び看護職員（看護師若しくは准看護師） 

ア 総数 

    常勤換算方法で、入所者の数が３又はその端数を増すごとに１以上 

イ 看護職員の数 

  ・入所者数が 30 を超えない施設にあっては、常勤換算方法で、１以上 

  ・入所者数が 30 を超えて 50 を超えない施設にあっては、常勤換算方法で、２以上 

  ・入所者数が 50 を超えて 130 を超えない施設にあっては、常勤換算方法で、３以上 

・入所者数が 130 を超える施設にあっては、常勤換算方法で、３に、入所者数が 130

を超えて 50 又はその端数を増すごとに１を加えて得た数以上 

    （例）常勤換算方法で 30 人＝１以上、30 人超～50 人＝２以上、 

50 人超～130 人＝３以上 

   ◎看護職員のうち、それぞれ１人以上は、常勤の者でなければならない。 

 ウ 介護職員 

   常時１人以上の常勤の介護職員を介護に従事させなければならない。 
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（５） 機能訓練指導員   １以上 

機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防

止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該施設における他の職務に従事す

ることができる。 

この「訓練を行う能力を有する者」とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、

看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の資格を有す

る者（はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護

職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配

置した事業所で６月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。）とする。 

 

※個別機能訓練加算を算定している場合の算定要件には、機能訓練指導員の常勤専

従が規定されていますので、他の職務の従事した場合に同加算が算定不可となる

おそれがありますので、算定要件の再確認しておくこと。 

 

（６） 介護支援専門員 １以上（入所者数が 100 又はその端数を増すごとに１を標準と

する。） 

介護支援専門員は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。 

ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、当該施設における他の職務に従事

することができる。 

（計画担当介護支援専門員の責務） 

 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成業務のほか、次に掲げる

業務を行うものとする。 

一 入所申込者の入所に際し、その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等

により、その者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等の利用状況

等を把握すること。 

二 入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅にお

いて日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討すること。 

三 その心身の状況、その置かれている環境等に照らし、居宅において日常生活

を営むことができると認められる入所者に対し、その者及びその家族の希望、

その者が退所後に置かれることとなる環境等を勘案し、その者の円滑な退所の

ために必要な援助を行うこと。 

四 入所者の退所に際し、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅

介護支援事業者に対して情報を提供するほか、保健医療サービス又は福祉サー

ビスを提供する者と密接に連携すること。 

五 身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむ

を得ない理由を記録すること。 
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六 苦情の内容等を記録すること。 

七 事故の状況及び事故に際して採った処置について記録すること。 

 

（７） 栄養士又は管理栄養士 １以上 

 

（８） 職員の専従（施設サービス基準第２条第４項、特養基準第６条） 

指定介護老人福祉施設の従業者は、専らその職務に従事する常勤の者でなければな

らない。 

ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りではない。 

 

（９） 勤務体制の確保（ユニット型）（施設サービス基準第 47 条） 

ア 施設は、入居者に対し、適切な指定介護福祉施設サービスを提供することができる

よう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 

イ 前アの従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、入居者が安心して日常生活を送

ることができるよう、継続性を重視したサービスの提供に配慮する観点から、次の各

号に定める職員配置を行わなければならない。 

一 昼間については、ユニットごとに常時一人以上の介護職員又は看護職員を配置す

ること。 

二 夜間及び深夜については、２ユニットごとに一人以上の介護職員又は看護職員を

夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。 

三 ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。 

ウ ユニット型指定介護老人福祉施設は、当該ユニット型指定介護老人福祉施設の従業

者によって指定介護福祉施設サービスを提供しなければならない。ただし、入居者に

対する指定介護福祉施設サービスの提供に直接影響を及ぼさない業務については、こ

の限りでない。 

エ ユニット型指定介護老人福祉施設は、従業者に対し、その資質の向上のための研修

の機会を確保しなければならない。その際、当該施設は、全ての従業者（看護師、准

看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等

の資格を有する者その他これに類する者を除く。）に対し、認知症介護に係る基礎的

な研修を受講させるために必要な措置を講じなければいけない。（令和６年３月 31日

までは努力義務） 

オ 施設は、適切な指定介護福祉施設サービスの提供を確保する観点から、職場におい

て行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ

相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための

方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。（パワーハラスメントについ

ては、中小企業は令和４年３月 31 日までは努力義務） 
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（10） 人員基準欠如による減算 

ア 看護職員又は介護職員の員数が、厚生労働大臣が定める基準に該当しない場合 

看護職員又は介護職員の員数が、施設サービス基準第２条に定める員数を置いて

いない場合（看護、介護職員不足等）には、所定単位数に１００分の７０を乗じて得

た単位数を用いて算定する。 

  この場合 

 

 

 

 

 

 

 

イ 介護支援専門員の員数が、厚生労働大臣が定める基準に該当しない場合 

介護支援専門員の員数が、施設サービス基準第２条に定める員数を置いていない

場合（介護支援専門員不足等）には、所定単位数に１００分の７０を乗じて得た単位

数を用いて算定する。 

  この場合 

 

 

 

 

 

  

ア 人員基準上必要とされる員数から１割を超えて減少した場合には、その翌月から

人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者全員について減算する。 

イ 人員基準上必要とされる員数から１割の範囲内で減少した場合には、当該月の

翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者全員について減算す

る。（ただし、翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場合を除く。） 

 当該月の翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者全員につい

て減算する。（ただし、翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場合を除

く。） 
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「常勤換算方法」 

当該事業所の従業者の１週間の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が１週

間に勤務すべき時間数（32 時間を下回る場合は 32 時間を基本とする。）で除することに

より、当該事業所の従業員の員数を常勤の員数に換算する方法。 

なお、常勤の従業者の休暇や出張等の期間については、その期間が暦月で１月を超えるも

のでない限り、常勤の従業者として勤務したものとして取り扱う。非常勤の従業者の休暇

や出張等の期間については、サービス提供に従事する時間とはいえないので、勤務延時間

数には含めない。 

ただし、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和 47 

年法律第 113 号）第 13 条第１項に規定する措置（以下「母性健康管理措置」という。）

又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３

年法律第 76 号。以下「育児・介護休業法」という。）第 23 条第１項、同条第３項又は

同法第 24 条に規定する所定労働時間の短縮等の措置（以下「育児及び介護のための所

定労働時間の短縮等の措置」という。）が講じられている場合、30 時間以上の勤務で、

常勤換算方法での計算に当たり、常勤の従業者が勤務すべき時間数を満たしたものと

し、１として取り扱うことを可能とする。 

 

「勤務延時間数」 

勤務表上、当該事業に係るサービスの提供に従事する時間又は当該事業に係るサービス提

供のための準備等を行う時間（待機の時間を含む。）として明確に位置付けられている時

間の合計数とする。 

なお、従業者１人につき、勤務延時間数に算入することができる時間数は、当該事業所に

おいて常勤の従事者が勤務すべき勤務時間数を上限とする。 

 

「常勤」 

当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務

すべき時間数（32 時間を下回る場合は 32 時間を基本とする。）に達していることをいう

ものである。 

ただし、母性健康管理措置又は育児及び介護のための所定労働時間の短縮等の措置

が講じられている者については、利用者の処遇に支障がない体制が事業所として整

っている場合は、例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間数を 30 時間として取り

扱うことを可能とする。 
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同一の事業者によって当該事業所に併設される事業所の職務であって、当該事業所の職務

と同時並行的に行われることが差し支えないと考えられるものについては、それぞれに係

る勤務時間の合計が常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していれば、常勤の要件を満た

すものである。 

また、人員基準において常勤要件が設けられている場合、従事者が労働基準法（昭和

22 年法律第 49 号）第 65 条に規定する休業（以下「産前産後休業」という。）、母

性健康管理措置、育児・介護休業法第２条第１号に規定する育児休業（以下「育児休

業」という。）、同条第２号に規定する介護休業（以下「介護休業」という。）、同

法第 23 条第２項の育児休業に関する制度に準ずる措置又は同法第 24 条第１項（第

２号に係る部分に限る。）の規定により同項第２号に規定する育児休業に関する制度

に準じて講ずる措置による休業（以下「育児休業に準ずる休業」という。）を取得中

の期間において、当該人員基準において求められる資質を有する複数の非常勤の従事

者を常勤の従業者の員数に換算することにより、人員基準を満たすことが可能である

こととする。 

 

 

「利用者の数」 

 利用者の数は前年度の平均値（ただし、新規に指定を受ける場合は推定数） 

 

「前年度の平均値」 

当該年度の前年度（毎年４月１日に始まり翌年３月 31 日をもって終わる年度とする。以下

同じ。）の全利用者等の延数を当該前年度の日数で除して得た数とする。この平均利用者数

等の算定に当たっては、小数点第２位以下を切り上げるものとする。 
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２ 設備に関する基準 

○指定介護老人福祉施設（施設サービス基準第３条、特養基準第11条） 

・特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第 11 条より 

（１） 特別護老人ホームの建物（入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除

く。）は、耐火建築物（建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第二条第九号の

二に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。）でなければならない。ただし、次の各

号のいずれかの要件を満たす二階建て又は平屋建ての特別養護老人ホームの建物に

あっては、準耐火建築物（同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。）

とすることができる。 

一 居室その他の入所者の日常生活に充てられる場所（以下「居室等」という。）

を二階及び地階のいずれにも設けていないこと。 

二 居室等を二階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満

たすこと。 

イ 当該特別養護老人ホームの所在地を管轄する消防長（消防本部を置かない市

町村にあっては、市町村長。以下同じ。）又は消防署長と相談の上、消防計画

に入所者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。 

ロ 消防訓練については、消防計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。 

ハ 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等と

の連携体制を整備すること。 

２ 前項の規定にかかわらず、都道府県知事（指定都市及び中核市にあっては、指定都

市又は中核市の市長。以下同じ。）が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有

する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての特別

養護老人ホームの建物であって、火災に係る入所者の安全性が確保されていると認め

たときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。 

一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理

室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消

火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。 

二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されてお

り、円滑な消火活動が可能なものであること。 

三 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等に

より、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、

配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであるこ

と。耐火建築物でなければならない。（原則）（特養基準第 11 条第１項） 
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（２） 特別養護老人ホームには、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、

他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該特別養護老人ホームの効果的

な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、次

の各号に掲げる設備の一部を設けないことができる。 

一 居室 

二 静養室 

三 食堂 

四 浴室 

五 洗面設備 

六 便所 

七 医務室 

八 調理室 

九 介護職員室 

十 看護職員室 

十一 機能訓練室 

十二 面談室 

十三 洗濯室又は洗濯場 

十四 汚物処理室 

十五 介護材料室 

十六 前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備 

２ 前の各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。 

一 居室 

イ 一の居室の定員は、一人とすること。ただし、入所者へのサービスの提供上必

要と認められる場合は、二人とすることができる。 

ロ 地階に設けてはならないこと。 

ハ 入所者一人当たりの床面積は、十・六五平方メートル以上とすること。 

ニ 寝台又はこれに代わる設備を備えること。 

ホ 一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。 

ヘ 床面積の十四分の一以上に相当する面積を直接外気に面して開放できるよう

にすること。 

ト 入所者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。 

チ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

二 静養室 

イ 介護職員室又は看護職員室に近接して設けること。 

ロ イに定めるもののほか、前号ロ及びニからチまでに定めるところによること。 
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三 浴室 

介護を必要とする者が入浴するのに適したものとすること。 

四 洗面設備 

イ 居室のある階ごとに設けること。 

ロ 介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。 

五 便所 

イ 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。 

ロ ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、介護を必要とする者が使用す

るのに適したものとすること。 

六 医務室 

イ 医療法（昭和二十三年法律第二百五号）第一条の五第二項に規定する診療所と

すること。 

ロ 入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じ

て臨床検査設備を設けること。 

七 調理室 

火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。 

八 介護職員室 

イ 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。 

ロ 必要な備品を備えること。 

九 食堂及び機能訓練室 

イ 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した

面積は、三平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、

食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支

障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができる。 

ロ 必要な備品を備えること。 

３ 居室、静養室、食堂、浴室及び機能訓練室（以下「居室、静養室等」という。）は、

三階以上の階に設けてはならない。ただし、次の各号のいずれにも該当する建物に設

けられる居室、静養室等については、この限りでない。 

一 居室、静養室等のある三階以上の各階に通ずる特別避難階段を二以上（防災上

有効な傾斜路を有する場合又は車いす若しくはストレッチャーで通行するため

に必要な幅を有するバルコニー及び屋外に設ける避難階段を有する場合は、一以

上）有すること。 

二 三階以上の階にある居室、静養室等及びこれから地上に通ずる廊下その他の通

路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。 
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三 居室、静養室等のある三階以上の各階が耐火構造の壁又は建築基準法施行令

（昭和二十五年政令第三百三十八号）第百十二条第一項に規定する特定防火設備

（以下「特定防火設備」という。）により防災上有効に区画されていること。 

４ 前各項に規定するもののほか、特別養護老人ホームの設備の基準は、次に定める

ところによる。 

一 廊下の幅は、一・八メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、二・七

メートル以上とすること。 

二 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。 

三 廊下及び階段には、手すりを設けること。 

四 階段の傾斜は、緩やかにすること。 

五 居室、静養室等が二階以上の階にある場合は、一以上の傾斜路を設けること。

ただし、エレベーターを設ける場合は、この限りでない 

 

 

○ユニット型指定介護老人福祉施設（施設サービス基準第40条） 

１ ユニット型指定介護老人福祉施設の設備の基準は、次のとおりとする。 

一 ユニット 

イ 居室 

(１) 一の居室の定員は、一人とすること。ただし、入居者への指定介護福祉施設

サービスの提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。 

(２) 居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室 

に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの入居定員は、原則と

しておおむね十人以下とし、十五人を超えないものとする。 

(３) 一の居室の床面積等は、十・六五平方メートル以上とすること。ただし、(１)

ただし書の場合にあっては、二十一・三平方メートル以上とすること。 

(４) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

ロ 共同生活室 

(１) 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入居

者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有す

ること。 

(２) 一の共同生活室の床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユ

ニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。 

(３) 必要な設備及び備品を備えること。 

ハ 洗面設備 

(１) 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。 

(２) 要介護者が使用するのに適したものとすること。 
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ニ 便所 

(１) 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。 

(２) ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、要介護者が使用するのに

適したものとすること。 

 

二 浴室 

要介護者が入浴するのに適したものとすること。 

三 医務室 

イ 医療法第一条の五第二項に規定する診療所とすること。 

ロ 入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて

臨床検査設備を設けること。 

四 廊下幅 

一・八メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、二・七メートル以上とす

ること。なお、廊下の一部の幅を拡張することにより、入居者、従業者等の円滑な往

来に支障が生じないと認められる場合には、一・五メートル以上（中廊下にあっては、

一・八メートル以上）として差し支えない。 

五 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。 

２ 前項第二号から第五号までに掲げる設備は、専ら当該ユニット型指定介護老人福祉施

設の用に供するものでなければならない。ただし、入居者に対する指定介護福祉サービ

スの提供に支障がない場合は、この限りでない。 
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３ 運営に関する基準 

（１）内容及び手続の説明及び同意（施設サービス基準第４条） 

   ア 指定介護老人福祉施設（以下「施設」という。）は、施設サービスの提供の開始

に際しては、あらかじめ、入所申込者又はその家族に対して、運営規程の概要、従業

者の勤務の体制その他の入居申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事

項を記した文書を交付し、分かりやすい説明文書を交付して懇切丁寧に説明を行い、

当該提供の開始について入所申込者から同意を得なければならない。 

イ 「入所申込者のサービス選択に資すると認められる重要事項」とは、運営規程の概

要、従業者の勤務の体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制、提供するサービスの

第三者評価の実施状況等である。 

 

（２）提供拒否の禁止・サービス提供困難時の対応等（施設サービス基準第４条の２・３） 

ア 施設は、正当な理由なく、入所者に対するサービスの提供を拒んではならない。 

イ 入所申込者又は入所者（以下「入所者等」という。）が入院治療を要する者である

こと等、入所者等に対して自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた

場合は、適切な病院又は診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療院の紹介その

他適切な措置を速やかに講じなければならない。 

  

（３） 受給資格等の確認（施設サービス基準第５条） 

      施設は、サービスの提供を求められた場合は、入所者が提示する被保険者証によっ

て、被保険者資格、要介護認定等の有無及び要介護認定等の有効期間を確かめなけれ

ばならない。 

イ 施設は、被保険者証に認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意

見に配慮して、介護福祉施設サービスを提供するように努めなければならない。 

 

（４） 要介護認定の申請に係る援助（施設サービス基準第６条） 

施設は、入所の際に要介護認定を受けていない入所申込者については、要介護認定

の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、入所申

込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければ

ならない。 

 

（５） 入退所（施設サービス基準第７条） 

ア 施設は、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、

居宅においてこれを受けることが困難な者に対し、指定介護福祉施設サービスを提供

するものとする。 

イ 施設は、入所申込者の数が入所定員から入所者の数を差し引いた数を超えている場
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合には、介護の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、指定介護福祉施設サービスを

受ける必要性が高いと認められる入所申込者を優先的に入所させるよう努めなけれ

ばならない。 

ウ 施設は、入所申込者の入所に際しては、その者に係る居宅介護支援事業者に対する

照会等により、その者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等の利用状況

等の把握に努めなければならない。 

エ 施設は、入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅に

おいて日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討しなければなら

ない。 

オ 検討に当たっては、生活相談員、介護職員、看護職員、介護支援専門員等の従業者

の間で協議しなければならない。 

カ 施設は、その心身の状況、その置かれている環境等に照らし、居宅において日常生

活を営むことができると認められる入所者に対し、その者及びその家族の希望、その

者が退所後に置かれることとなる環境等を勘案し、その者の円滑な退所のために必要

な援助を行わなければならない。 

キ 施設は、入所者の退所に際しては、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、

居宅介護支援事業者に対する情報の提供に努めるほか、保健医療サービス又は福祉サ

ービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

 

（６） サービスの提供の記録（施設サービス基準第８条） 

ア 施設は、入所に際しては入所の年月日並びに入所している介護保険施設の種類及び

名称を、退所に際しては退所の年月日を、当該者の被保険者証に記載しなければなら

ない。 

２ 施設は、指定介護福祉施設サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの

内容等を記録しなければならない 

 

（７） 利用料等の受領（施設サービス基準第９条） 

ア 施設は、法定代理受領サービスに該当する指定介護福祉施設サービスを提供した際

には、入所者から利用料の一部として、当該指定介護福祉施設サービスについて厚生

労働大臣が定める基準により算定した費用の額から当該指定介護老人福祉施設に支

払われる施設介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 

イ 施設は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護福祉施設サービスを提供した

際に入所者から支払を受ける利用料の額と、施設サービス費用基準額との間に、不合理

な差額が生じないようにしなければならない。 

ウ 施設は、前イの支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を受けることが

できる。 
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一 食事の提供に要する費用 

二 居住に要する費用 

三 厚生労働大臣の定める基準に基づき入所者が選定する特別な居室の提供を行

ったことに伴い必要となる費用 

四 厚生労働大臣の定める基準に基づき入所者が選定する特別な食事の提供を行

ったことに伴い必要となる費用 

五 理美容代 

六 前各号に掲げるもののほか、指定介護福祉施設サービスにおいて提供される便

宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入

所者に負担させることが適当と認められるもの 

エ 前ウの第一号から第四号までに掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定める

ところ（「居住、滞在及び食事の提供に係る利用料等に関する指針（平成 17 年厚生労

働省告示第 419 号）」及び「厚生労働大臣の定める利用者等が選定する特別な居室等

の提供に係る基準等（平成 12 年厚生省告示第 123 号）」）によるものとする。 

オ 指定介護老人福祉施設は、ウの各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当た

っては、あらかじめ、入所者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記

した文書を交付して説明を行い、入所者の同意を得なければならない。ただし、ウの

第一号から第四号までに掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。 

  

 （８） 取扱方針 

ア 指定介護老人福祉施設（施設サービス基準第 11 条、第 42 条） 

(ｱ) 施設は、施設サービス計画に基づき、入所者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に

資するよう、その者の心身の状況等に応じて、その者の処遇を妥当適切に行わなけれ

ばならない。 

(ｲ) 施設サービスは、施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的にならないよう配 

慮して行わなければならない。 

(ｳ) 従業者は、サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、入所者又はその家族

から求められたときは、サービス提供方法等について、理解しやすいように説明を行

わなければならない。 

(ｴ) 施設は、入所者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得な

い場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。 

(ｵ) 施設は、身体的拘束等を行うときは、その態様及び時間、その際の利用者の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

(ｶ) 施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならな

い。 
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イ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等そ

の他の情報通信機器を活用して行うことができるものとする。）を３月に１回以

上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を

図ること。 

ロ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

ハ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期

的に実施すること。 

◎上記(ｶ)イの身体的拘束適正化検討委員会は、幅広い職種（例えば、施設長（管理

者）、看護職員、介護職員、生活相談員）により構成する。構成メンバーの責務及

び役割分担を明確にするとともに、専任の身体的拘束等の適正化対応策を担当す

る者を決めておくことが必要である。 

なお、身体的拘束適正化検討委員会の責任者はケア全般の責任者であることが

望ましい。 

また、身体的拘束適正化検討委員会には、第三者や専門家を活用することが望ま

しく、その方策として、精神科専門医等の専門医の活用等が考えられる。 

施設が、報告、改善のための方策を定め、周知徹底する目的は、身体的拘束等の

適正化について、施設全体で情報共有し、今後の再発防止につなげるためのもので

あり、決して従業者の懲罰を目的としたものではないことに留意することが必要

である。 

具体的には、次のようなことを想定している。 

イ 身体的拘束等について報告するための様式を整備すること。 

ロ 介護職員その他の従業者は、身体的拘束等の発生ごとにその状況、背景等を

記録するとともに、イの様式に従い、身体的拘束等について報告すること。 

ハ 身体的拘束適正化検討委員会において、ロにより報告された事例を集計し、

分析すること。 

ニ 事例の分析に当たっては、身体的拘束等の発生時の状況等を分析し、身体的

拘束等の発生原因、結果等をとりまとめ、当該事例の適正性と適正化策を検討

すること。 

ホ 報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること。 

ヘ 適正化策を講じた後に、その効果について評価すること。 

 

◎上記(ｶ)ロの施設が整備する「身体的拘束等の適正化のための指針」には、次の

ような項目を盛り込むこととする。 

イ 施設における身体的拘束等の適正化に関する基本的考え方 

ロ 身体的拘束適正化検討委員会その他施設内の組織に関する事項 

ハ 身体的拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針 
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ニ 施設内で発生した身体的拘束等の報告方法等のための方策に関する 

基本方針 

ホ 身体的拘束等発生時の対応に関する基本方針 

ヘ 入所者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針  

ト その他身体的拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針 

 

◎上記(ｶ)ハの介護職員その他の従業者に対する身体的拘束等の適正化のための

研修の内容としては、身体的拘束等の適正化の基礎的内容等の適切な知識を普

及・啓発するとともに、当該指定介護老人福祉施設における指針に基づき、適正

化の徹底を行うものとする。 

職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該指定介護老人福祉施設が

指針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的な教育（年２回以上）を開催す

るとともに、新規採用時には必ず身体的拘束等の適正化の研修を実施すること

が重要である。また、研修の実施内容についても記録することが必要である。研

修の実施は、職員研修施設内での研修で差し支えない。 

(ｷ) 施設は、自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなけれ

ばならない。 

 

（９） 施設サービス計画の作成 

ア 指定介護老人福祉施設（施設サービス基準第 12 条） 

(ｱ) 管理者は、介護支援専門員に施設サービス計画の作成業務を担当させること。 

(ｲ) 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成に当たっては、入所者の日常

生活全般を支援する観点から、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス

等の利用も含めて施設サービス計画上に位置付けるよう努めなければならない。 

(ｳ) 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成に当たっては、適切な方法に

より、入所者について、その有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて入

所者が現に抱える問題点を明らかにし、入所者が自立した日常生活を営むことがで

きるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。 

(ｴ) 計画担当介護支援専門員は、前項に規定する解決すべき課題の把握（以下「アセス

メント」という。）に当たっては、入所者及びその家族に面接して行わなければなら

ない。この場合において、計画担当介護支援専門員は、面接の趣旨を入所者及びその

家族に対して十分に説明し、理解を得なければならない。 

 (ｵ) 計画担当介護支援専門員は、入所者の希望及び入所者についてのアセスメントの

結果に基づき、入所者の家族の希望を勘案して、入所者及びその家族の生活に対する

意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、指定介護福祉施設サービス

の目標及びその達成時期、指定介護福祉施設サービスの内容、指定介護福祉施設サー
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ビスを提供する上での留意事項等を記載した施設サービス計画の原案を作成しなけ

ればならない。 

(ｶ) 計画担当介護支援専門員は、サービス担当者会議（入所者に対する指定介護福祉施

設サービスの提供に当たる他の担当者（以下この条において「担当者」という。）を

招集して行う会議（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただ

し、入所者又はその家族が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用につい

て当該入所者等の同意を得なければならない。）をいう。以下同じ。）の開催、担当

者に対する照会等により、当該施設サービス計画の原案の内容について、担当者か

ら、専門的な見地からの意見を求めるものとする。 

(ｷ) 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の原案の内容について入所者又は

その家族に対して説明し、文書により入所者の同意を得なければならない。 

 (ｸ) 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画を作成した際には、当該施設サービ

ス計画を入所者に交付しなければならない。   

(ｹ) 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成後、施設サービス計画の実施

状況の把握（入所者についての継続的なアセスメントを含む。）を行い、必要に応じ

て施設サービス計画の変更を行うものとする。 

(ｺ) 計画担当介護支援専門員は、前項に規定する実施状況の把握（以下「モニタリング」

という。）に当たっては、入所者及びその家族並びに担当者との連絡を継続的に行う

こととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。    

一 定期的に入所者に面接すること。 

二 定期的にモニタリングの結果を記録すること。 

(ｻ) 計画担当介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開

催、担当者に対する照会等により、施設サービス計画の変更の必要性について、担当

者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。 

一 入所者が法第二十八条第二項に規定する要介護更新認定を受けた場合 

二 入所者が法第二十九条第一項に規定する要介護状態区分の変更の認定を受け

た場合 

(ｼ)  (ｲ)から(ｸ)までは、(ｹ)による施設サービス計画の変更について準用する。 

 

（10） 介護 

〇指定介護老人福祉施設（施設サービス基準第 13 条） 

ア 介護は、入所者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、入所者の心身の

状況に応じて、適切な技術をもって行われなければならない。 

イ 施設は、１週間に２回以上、適切な方法により、入所者を入浴させ、又は清しき

しなければならない。 

ウ 施設は、入所者に対し、その心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの
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自立について必要な援助を行わなければならない。 

エ 施設は、おむつを使用せざるを得ない入所者のおむつを適切に取り替えなけらば

ならない。 

オ 施設は、褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防する

ための体制を整備しなければならない。 

カ 施設は、入所者に対し、前ア～オのほか、離床、着替え、整容等の介護を適切に

行われなければならない。 

キ 施設は、常時１人以上の常勤の介護職員を介護させなければならない。 

ク 施設は、入所者に対し、その負担により、当該施設の従業者以外の者による介護

を受けさせてはならない。 

 

〇ユニット型指定介護老人福祉施設（施設サービス基準第 43 条） 

ア 介護は、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生

活を営むことを支援するよう、入居者の心身の状況に応じて、適切な技術をもって

行われなければならない。 

イ 施設は、入居者の日常生活における家事を、入居者が、その心身の状況等に応じ

て、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならない。 

ウ 施設は、入居者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができる

よう、適切な方法により、入居者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、

やむを得ない場合には、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えること

ができる。 

エ 施設は、入居者の心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立につい

て必要な支援を行わなければならない。 

オ 施設は、おむつを使用せざるを得ない入居者については、排せつの自立を図りつ

つ、そのおむつを適切に取り替えなけらばならない。 

カ 施設は、褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防する

ための体制を整備しなければならない。 

キ 施設は、前ア～オのほか、入居者が行う離床、着替え、整容等の日常生活上の行

為を適切に支援しなければならない。 

ク 施設は、常時１人以上の常勤の介護職員を介護させなければならない。 

ケ 施設は、入居者に対し、その負担により、当該施設の従業者以外の者による介護

を受けさせてはならない。 
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（11） 食事 

〇指定介護老人福祉施設（施設サービス基準第 14 条） 

ア 施設は、栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜
し

好を考慮した食事を、適切な時間

に提供しなければならない。 

イ 施設は、入所者が可能な限り離床して、食堂で食事を摂ることを支援しなければ

ならない。 

 

〇ユニット型指定介護老人福祉施設（施設サービス基準第 44 条） 

ア 施設は、栄養並びに入居者の心身の状況及び嗜
し

好を考慮した食事を提供しなけれ

ばならない。 

イ 施設は、入居者の心身の状況に応じて、適切な方法により、食事の自立について

必要な支援を行わなければならない。 

ウ 施設は、入居者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供するとともに、入

居者がその心身の状況に応じてできる限り自立して食事を摂ることができるよう

必要な時間を確保しなければならない。 

エ 施設は、入居者が相互に社会的関係を築くことができるよう、その意思を尊重し

つつ、入居者が共同生活室で食事を摂ることを支援しなければならない。 

 

（12） 相談及び援助（施設サービス基準第 15 条） 

施設は、常に入所者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、

入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の

援助を行わなければならない。 

 

（13） 社会生活上の便宜の提供等 

〇指定介護老人福祉施設（施設サービス基準第 16 条） 

ア 施設は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜入所者のためのレクリエーション行

事を行わなければならない。 

イ 施設は、入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続について、

その者又はその家族において行うことが困難である場合は、その者の同意を得て、

代わって行わなければならない。 

ウ 施設は、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流

等の機会を確保するよう努めなければならない。 

エ 施設は、入所者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。 
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〇ユニット型指定介護老人福祉施設（施設サービス基準第 45 条） 

ア 施設は、入居者の嗜好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供する

とともに、入居者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。 

イ 施設は、入居者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続について、

その者又はその家族において行うことが困難である場合は、その者の同意を得て、

代わって行わなければならない。 

ウ 施設は、常に入居者の家族との連携を図るとともに、入居者とその家族との交流

等の機会を確保するよう努めなければならない。 

エ 施設は、入居者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。 

 

（14） 機能訓練 

（施設サービス基準第 17 条） 

施設は、入所者に対し、その心身の状況等に応じて、日常生活を営むのに必要な機

能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行わなければならない。 

 

（15） 栄養管理（施設サービス基準第 17 条の２） 

施設は、入所者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した日常生活を営むことが

できるよう、各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行わなければならない。 

（令和６年３月 31 日までは努力義務） 

 

（16） 口腔衛生の管理（施設サービス基準第 17 条の３） 

施設は、入所者の口腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができる

よう、口腔衛生の管理体制を整備し、各入所者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画

的に行わなければならない。（令和６年３月 31 日までは努力義務） 

 

（17） 健康管理（施設サービス基準第 18 条） 

施設の医師又は看護職員は、常に入所者の健康の状況に注意し、必要に応じて健康

保持のための適切な措置を採らなければならない。 

 

（18） 入所者の入院期間中の取扱い（施設サービス基準第 19 条） 

施設は、入所者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、

入院後おおむね三月以内に退院することが明らかに見込まれるときは、その者及びそ

の家族の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得な

い事情がある場合を除き、退院後再び当該指定介護老人福祉施設に円滑に入所するこ

とができるようにしなければならない。 
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（19） 入所者に関する市町村への通知（施設サービス基準第 20 条） 

施設は、入所者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付して

その旨を市町村に通知しなければならない。 

一 正当な理由なしに指定介護福祉施設サービスの利用に関する指示に従わない

ことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。 

二 偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。 

 

（20） 緊急時等の対応（施設サービス基準第 20 条の２） 

施設は、現に指定介護福祉施設サービスの提供を行っているときに入所者の病状の

急変が生じた場合その他必要な場合のため、あらかじめ、配置医師との連携方法その

他の緊急時等における対応方法を定めておかなければならない。 

 

（21） 運営規程（施設サービス基準第 23 条、第 46 条） 

施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項を内容とする規程を定めておか

なければならない。 

一 施設の目的及び運営の方針 

二 従業者の職種、員数及び職務の内容 

三 入所定員 

四 入所者に対する指定介護福祉施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額 

五 施設の利用に当たっての留意事項 

六 緊急時等における対応方法 

七 非常災害対策 

八 虐待の防止のための措置に関する事項 

九 その他施設の運営に関する重要事項 

 

（22） 勤務体制の確保等 

〇指定介護老人福祉施設（施設サービス基準第 24 条） 

ア 施設は、入所者に対し、適切な指定介護福祉施設サービスを提供することができ

るよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 

イ 施設は、当該施設の従業者によって施設サービスを提供しなければならない。た

だし、入所者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 

ウ 施設は、従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければな

らない。その際、当該施設は、全ての従業者（看護師、准看護師、介護福祉士、介

護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その

他これに類する者を除く。）に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させる

ために必要な措置を講じなければいけない。（令和６年３月 31 日までは努力義務） 
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エ 施設は、適切な指定介護福祉施設サービスの提供を確保する観点から、職場にお

いて行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要

かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止する

ための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 

 

〇ユニット型指定介護老人福祉施設（施設サービス基準第 47 条） 

ア 施設は、入居者に対し、適切な指定介護福祉施設サービスを提供することができ

るよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 

イ 前アの従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、入居者が安心して日常生活を

送ることができるよう、継続性を重視したサービスの提供に配慮する観点から、次

の各号に定める職員配置を行わなければならない。 

 一 昼間については、ユニットごとに常時１人以上の介護職員又は看護職員を配置

すること。 

 二 夜間及び深夜については、２ユニットごとに１人以上の介護職員又は看護職員

を夜勤及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。 

 三 ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。 

ウ 施設は、当該施設の従業者によって施設サービスを提供しなければならない。た

だし、入居者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 

エ 施設は、従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければな

らない。その際、当該施設は、全ての従業者（看護師、准看護師、介護福祉士、介

護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その

他これに類する者を除く。）に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させる

ために必要な措置を講じなければいけない。（令和６年３月 31 日までは努力義務） 

オ 施設は、適切な指定介護福祉施設サービスの提供を確保する観点から、職場にお

いて行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要

かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止する

ための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。（パワーハラスメン

トについては、中小企業は令和４年３月 31 日までは努力義務） 

 

（23） 業務継続計画の策定等（施設サービス基準第 24 条の２） 

ア 施設は、感染症や非常災害の発生時において、入所者に対する指定介護福祉施設サ

ービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図る

ための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必

要な措置を講じなければならない。（令和６年３月 31 日までは努力義務） 

イ 施設は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び

訓練を定期的に実施しなければならない。 
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ウ 施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更

を行うものとする。 

 

（24）定員の遵守 

〇指定介護老人福祉施設（施設サービス基準第 25 条） 

施設は、入所定員及び居室の定員を超えて入所させてはならない。ただし、災害、虐

待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

 

〇ユニット型指定介護老人福祉施設（施設サービス基準第 48 条） 

施設は、ユニットごとの入居定員及び居室の定員を超えて入居させてはならない。た

だし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

 

 

（25） 非常災害対策（施設サービス基準第 26 条） 

（＊県、指定都市及び中核市が定める基準条例に従う。） 

ア 施設は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び

連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救

出その他必要な訓練を行わなければならない。 

イ 施設は、前アの訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努め

なければならない。 

 

（26） 衛生管理等（施設サービス基準第 27 条） 

ア 施設は、入所者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的

な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理

を適正に行わなければならない。 

イ 施設は、当該施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、

次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 

一 当該施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検

討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）をお

おむね３月に１回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従

業者に周知徹底を図ること。 

二 当該施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整

備すること。 

三 当該施設において、介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及

びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練

（令和６年３月 31 日までは努力義務）を定期的に実施すること。 
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四 前三号に掲げるもののほか、別に厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生

が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。 

 

（27） 協力病院等（施設サービス基準第 28 条） 

ア 施設は、入院治療を必要とする入所者のために、あらかじめ、協力病院を定めてお

かなければならない。 

イ 施設は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。 

 

（28） 掲示（施設サービス基準第 29 条） 

ア 施設は、当該指定介護老人福祉施設の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の

勤務の体制、協力病院、利用料その他のサービスの選択に資すると認められる重要事

項を掲示しなければならない。 

イ 施設は、前アの事項を記載した書面を当該施設に備え付け、かつ、これをいつでも

関係者に自由に閲覧させることにより、これにより掲示に代えることができる。 

 

（29） 秘密保持（施設サービス基準第 30 条） 

ア 施設の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘

密を漏らしてはならない。 

イ 施設は、従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又は

その家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 

ウ 施設は、居宅介護支援事業者等に対して、入所者に関する情報を提供する際には、

あらかじめ文書により入所者の同意を得ておかなければならない。 

 

（30） 広告（施設サービス基準第 31 条） 

施設は、当該指定介護老人福祉施設について広告をする場合は、その内容が虚偽又

は誇大なものであってはならない。 

 

（31）居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止（施設サービス基準第 32 条） 

ア 施設は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、要介護被保険者に当該施設を紹

介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。 

イ 施設は、居宅介護支援事業者又はその従業者から、当該施設からの退所者を紹介する

ことの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。 
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（32） 苦情処理（施設サービス基準第 33 条） 

ア 施設は、その提供した指定介護福祉施設サービスに関する入所者及びその家族から

の苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等

の必要な措置を講じなければならない。 

イ 施設は、前アの苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければな

らない。 

ウ 施設は、提供した指定介護福祉施設サービスに関し、法第二十三条の規定による市

町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員から

の質問若しくは照会に応じ、入所者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力する

とともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要

な改善を行わなければならない。 

エ 施設は、市町村からの求めがあった場合には、前ウの改善の内容を市町村に報告し

なければならない。 

オ 施設は、提供した指定介護福祉施設サービスに関する入所者からの苦情に関して国

民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会によ

る指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなけれ

ばならない。 

カ 施設は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前オの改善の内容

を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。 

 

（33）地域との連携（施設サービス基準第 34 条） 

ア 施設は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力

を行う等の地域との交流を図らなければならない。 

イ 施設は、その運営に当たっては、提供した指定介護福祉施設サービスに関する入所者

からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町

村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。 

 

 

（34） 事故発生時の対応（施設サービス基準第 35 条） 

ア 施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じな

ければならない。 

一 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生

の防止のための指針を整備すること。 

二 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実

が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備するこ

と。 
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三 事故発生の防止のための委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができる

ものとする。）及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。 

四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

イ 施設は、入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供により事故が発生した場

合は、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じな

ければならない。 

ウ 施設は、前イの事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければな

らない。 

エ 施設は、入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供により賠償すべき事故が

発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 

 

（35） 虐待の防止（施設サービス基準第 35 条の２） 

ア 施設は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じな

ければならない。（令和６年３月 31 日までは努力義務） 

一 当該施設における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等

を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結

果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

二 当該施設における虐待の防止のための指針を整備すること。 

三 当該施設において、介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を

定期的に実施すること。 

四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

 

（36）会計の区分（施設サービス基準第 36 条） 

施設は、指定介護福祉施設サービスの事業の会計をその他の事業の会計と区分しな

ければならない。 

 

（37） 記録の整備（施設サービス基準第 37 条） 

（＊県、指定都市及び中核市が定める基準条例に従う。） 

ア 施設は、従業者、設備及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 

イ 施設は、入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供に関する次の各号に掲げ

る記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。 

一 施設サービス計画 

二 提供した具体的なサービスの内容等の記録 

三 身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得

ない理由の記録 

四 入所者に関する市町村への通知に係る記録 
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五 苦情の内容等の記録 

六 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

 

（38） 電磁的記録等（施設サービス基準第 50 条） 

ア 施設及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、設備及び運

営基準において書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、

図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物

をいう。）で行うことが規定されている又は想定されるものについては、書面に代え

て、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては

認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の

用に供されるものをいう。）により行うことができる。 

イ 施設及びその従業者は、交付、説明、同意、承諾その他これらに類するもの（以下

「交付等」という。）のうち、設備及び運営基準において書面で行うことが規定され

ている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代

えて、電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することが

できない方法をいう。）によることができる。 
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４ 介護給付費について 
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（Ａ）介護給付費算定に係る体制等に関する届出書について 

（指定介護老人福祉施設） 

 

 

１ 提出時期 

（１）単位数が増加する場合 

可能な限り算定開始月の前月１５日までに提出（当月初日まで受付可） 

 

（２）単位数が減少する場合 

施設は加算が算定されなくなる状況が生じた場合に速やかに届出をすること。 

   注 減算は遡及する。 

 

２ 提出先 

（１）北九州市、福岡市及び久留米市に所在する施設 

当該施設の所在する各市 

 

（２）（１）以外の施設 

   当該施設の所在する各保健福祉（環境）事務所 

 

３ 提出書類（提出部数 各１部） 

  県及び各政令・中核市のホームページに掲載しています。 
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提出書類 様式番号

□ 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 別紙１

□ 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（介護福祉施設） 別紙２－１

夜間勤務条件基準 □ 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 別紙３

職員の欠員による減算の状況 □ 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 別紙３

□ 資格証の写し

□ 組織図

□ 変更理由書 別紙４

ユニットケア体制 □ なし

身体拘束廃止取組の有無 □ 変更理由書 別紙４

安全管理体制 □ なし

 栄養ケア・マネジメントの実施の有無 □ 栄養マネジメント体制に関する届出書 別紙５

日常生活継続支援加算 □ 日常生活継続支援加算に関する届出書 別紙６－１

□ 日常生活継続支援加算に関する確認書 別紙６－２

 テクノロジーの導入（日常生活継続支援加算関係） □ テクノロジーの導入による日常生活継続支援加算に関する届出書 別紙６－３

□ 日常生活継続支援加算に関する確認書 別紙６－２

□ 要件を満たすことが分かる議事概要 様式任意

看護体制加算（Ⅰ）（Ⅱ） □ 看護体制加算に係る届出書 別紙７

□ 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（届出書に記入した職種全て） 別紙３

□ 免許証・資格証等の写し（届出書に記入した職種全て）

夜勤職員配置加算 □ 夜勤職員配置加算に係る確認書 別紙８－１

□ 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（届出書に記入した職種全て） 別紙３

□ 免許証・資格証等の写し（届出書に記入した職種全て）

 テクノロジーの導入（夜勤職員配置加算関係） □ テクノロジーの導入による夜勤職員配置加算に係る届出書 別紙８－２

□ 要件を満たすことが分かる議事概要 様式任意

 テクノロジーの導入（従来型） □ テクノロジーを導入する場合の夜間の人員配置基準（従来型）に係る届出書 別紙８－３

□ 要件を満たすことが分かる議事概要 様式任意

準ユニットケア体制 □ 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（届出書に記入した職種全て） 別紙３

□ 平面図 別紙７

生活機能向上連携加算 □ なし

個別機能訓練加算 □ 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（届出書に記入した職種全て） 別紙３

□ 個別機能訓練計画書様式

□ 免許証・資格証等の写し（届出書に記入した職種全て）

ADL維持等加算〔申出〕の有無 □ なし

若年性認知症入所者受入加算 □ 若年性認知症入所者受入加算に関する届出書 別紙１０

常勤専従医師配置 □ 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（該当職員分） 別紙３

□ 契約書または辞令の写し

□ 資格証の写し

精神科医師定期的療養指導 □ 精神科医師定期療養指導に関する届出書 別紙１１

□ 契約書の写し

□ 免許証・資格証等の写し（該当職員分）

障害者生活支援体制（Ⅰ）（Ⅱ） □ 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（該当職員分） 別紙３

□ 経歴書

□ 免許証・資格証等の写し（該当職員分）

□ 身障手帳又は療育手帳の写し

栄養マネジメント強化体制 □ 栄養マネジメント体制に関する届出書 別紙５

□ 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（該当職員分） 別紙３

□ 免許証・資格証等の写し（該当職員分）

療養食加算 □ 療養食加算に関する届出書 別紙１２

□ 免許証・資格証等の写し（該当職員分）

配置医師緊急時対応加算 □ 配置医師緊急時対応加算に係る届出書 別紙１３

看取り介護体制（Ⅰ）（Ⅱ） □ 看取り介護体制に関する届出書 別紙１４

□ 看取りに関する方針

在宅・入所相互利用体制 □ なし

認知症専門ケア加算（Ⅰ）（Ⅱ） □ 認知症専門ケア加算に関する確認書 別紙１５

褥瘡マネジメント加算 □ 褥瘡マネジメントに関する届出書 別紙１６

□ 免許証・資格証等の写し（該当職員分）

排せつ支援加算 □ なし

自立支援促進加算 □ なし

科学的介護推進体制加算 □ なし

安全対策体制 □ なし

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）（Ⅱ）（Ⅲ） □ サービス提供体制強化加算に関する届出書 別紙１７

□  サービス提供体制強化加算に関する確認書※該当するもの 別紙１８－１～１８－８

割引率 □ 指定居宅サービス事業者等による介護給付費の割引にかかる割引率の設定について 別紙１９

□ 運営規程

□ 料金表

『介護給付費算定に係る体制等に関する届出』に必要な書類一覧（介護老人福祉施設）

届出内容

必須
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（Ｂ）加算・減算の適用要件 
 

１．夜勤減算 （97/100） 
 厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準【平成 12 年厚生省告示第 29

号５イ】を満たさない場合。 

 

【平成 12 年厚生省告示第 29 号 5 イ】 

(1) 介護福祉施設サービス費を算定すべき施設 

 夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が次のとおりであること。 

Ａ 指定短期入所者生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合

計数が 25 以下の特別養護老人ホームにあっては、１以上 

Ｂ 26 以上 60 以下は、２以上 

Ｃ 61 以上 80 以下は、３以上 

Ｄ 81 以上 100 以下は、４以上 

Ｅ 101 以上は、４に 100 を超えて 25 又はその端数を増すごとに１を加えて得た数以上 

(2) ユニット型介護福祉施設サービス費を算定すべき施設 

 ２のユニットごとに夜勤を行う看護職員又は介護職員の数が１以上であること。 

 

 

＜留意点＞ 
 夜勤を行う職員の員数については、当該施設のユニット部分及びユニット部分以外の部分のそ

れぞれについて所定の員数を置いていることが必要である。 

 ある月（暦月）に夜勤時間帯（午後 10 時～翌日午前５時を含めた連続する 16 時間で施設ごと

に定める）に夜勤を行う職員数が基準に満たない事態が２日以上連続して発生した、または４日以

上発生した場合などは、その翌月のすべての入所者等について減算が適用される。夜勤体制による

減算は、当該施設のユニット部分又はユニット部分以外の部分について所定の員数を置いていな

い場合について、入所者全員に対し行われるものであること。具体的にはユニット部分について夜

勤体制の要件を満たさず、ユニット以外の部分について夜勤体制の要件を満たす場合であっても、

入所者全員に対し夜勤体制の減算が行われることとなる。 

 

 

 ２．定員超過利用減算 （70/100） 
 入所定員を超えること。 

 （厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員又は介護職員等の員数の基準並

びに通所介護等の算定方法【平成 12 年厚生省告示第 27 号 12】） 

 

【平成 12 年厚生省告示第 27 号 12 イ】 

施行規則第 134 条の規定に基づき都道府県知事に提出した運営規程に定められている入所

定員を超えること。 

 

※ なお、この定員超過の状態にない（減算の基準に該当しない）ことが、日常生活継続支援加

算、看護体制加算、再入所時栄養連携加算、栄養マネジメント加算、低栄養リスク改善加算、

経口移行加算、経口維持加算、口腔衛生管理体制加算、口腔衛生管理加算、療養食加算、サー

ビス提供体制強化加算の要件となっている。 

 

 ３．人員基準欠如減算 （70/100） 
 施設の介護職員、看護職員又は介護支援専門員について、定める員数を置いていないこと。

（厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員又は介護職員等の員数の基準並び

に通所介護等の算定方法【平成 12 年厚生省告示第 27 号 12】、および指定介護老人福祉施設

の人員、設備及び運営に関する基準【平成 11 年厚生省令第 39 号】第２条） 
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【平成 12 年厚生省告示第 27 号 12 ロ、ハ】 

 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準【平成 11 年厚生省令第 39 号】

第２条に定める員数を置いていないこと。（12 ロ） 

 常勤換算方法で、入所者の数の合計数が３又はその端数を増すごとに１以上の介護職員又

は看護職員の数を置いておらず、又は指定介護老人福祉施設基準第２条に定める員数の介護

支援専門員を置いていないこと。（12 ハ） 

 

※ なお、この人員基準欠如の状態にない（減算の基準に該当しない）ことが、日常生活継続支

援加算、看護体制加算、再入所時栄養連携加算、栄養マネジメント強化加算、経口移行加算、

経口維持加算、口腔衛生管理加算、療養食加算、サービス提供体制強化加算の要件となってい

る。 

 

４．ユニットケア減算 (1 日につき 97/100) 
 

 厚生労働大臣が定める施設基準【平成 27 年厚生省告示第 96 号 49】を満たさない場合。 

 

【平成 27 年厚生省告示第 96 号 49 において準用する 11】 

イ 日中については、ユニットごとに常時 1 人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。 

ロ ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。 

 

 

＜留意点＞ 
 ユニットにおける職員の員数が、ユニットにおける職員の基準に満たない場合の減算について

は、ある月（暦月）において基準に満たない状況が発生した場合に、その翌々月から基準に満たな

い状況が解消されるに至った月まで、入所者全員について、所定単位数が減算されることとする

（ただし、翌月の末日において基準を満たすに至っている場合を除く。）。 

 

 

５．身体拘束廃止未実施減算 (所定単位数の 10/100 に相当する単位) 
 厚生労働大臣が定める基準【平成 27 年厚生省告示第 95 号 86】を満たさない場合。 

 

【平成 27 年厚生省告示第 95 号 86】 

「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」（平成 11 年厚生省令第 39 号） 

第 11 条第５項及び第６項又は第 42 条第７項及び第８項に規定する基準（※）に適合しているこ

と。 
※ 第１１条第５項 緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際

の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければなら
ない。 

        第６項 指定介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる
措置を講じなければならない。 
一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置

を活用して行うことができるものとする。）を３月に１回以上開催すると
ともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図るこ
と。 

二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 
三 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を

定期的に実施すること。 
 

 

＜留意点＞ 
  身体拘束廃止未実施減算については、施設において身体拘束等が行われていた場合ではなく、

以下の措置を講じていない場合に、入所者全員について所定単位数から減算することとなる。 

  ・身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急や

むを得ない理由を記録すること。 
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・身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置を活用して行うこと

ができるものとする。）を３月に１回以上開催するとともに、その結果について、介護職員そ

の他従事者に周知徹底を図ること。（注） 

  ・身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

  ・介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的（年 2 回以上）

に実施するとともに、新規採用時には必ず身体的拘束等の適正化の研修を実施すること。 

  （注）地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護においては、関係する職種、取り扱う事項等

が相互に関係が深いと認められる他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運

営することとして差し支えない。 

具体的には記録を行っていない事実が生じた場合速やかに改善計画を都道府県知事に提出した

後、事実が生じた月から３月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告することとし、

事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について、入所者全員について所定単位

数から減算することとする。 

 

 

 

６．安全管理体制未実施減算 (1 日につき５単位所定単位数から減算)  

（令和３年 10 月１日から適用） 
 厚生労働大臣が定める基準【平成 27 年厚生労働省告示第 95 号 86 の２】を満たさない場合。 

 

【平成 27 年厚生労働省告示第 95 号 86 の２】 

指定介護老人福祉施設基準第 35 条第１項に規定する基準に適合していること。 

第 35 条 施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じな

ければならない。 

一 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の 

防止のための指針を整備すること。 

二 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が 

報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備すること。 

三 事故発生の防止のための委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるも 

 のとする。）及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。 

四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

 

 

＜留意点＞ 
 安全管理体制未実施減算については、介護老人福祉施設基準第 35 条第１項に規定する基準を満

たない事実が生じた場合に、その翌月から基準に満たない状況が解消されるに至った月まで、入所

者全員について、所定単位数が減算することとする（なお、安全対策を適切に実施するための担当

者は、令和３年改正省令の施行の日から起算して６月を経過するまでの間、経過措置として、当該

担当者を設置するよう努めることとしているため、当該期間中、当該減算は適用されない。） 

 

 
７．栄養管理に係る減算 (1 日につき 14 単位所定単位数から減算) 

（令和６年４月１日から適用） 
 厚生労働大臣が定める基準【平成 27 年厚生労働省告示第 95 号 86 の３】を満たさない場合。 

 

【平成 27 年厚生労働省告示第 95 号 86 の３】 

 介護老人福祉施設基準第２条に定める栄養士又は管理栄養士の員数を置いていること 

及び介護老人福祉施設基準第 17 条の２に規定する基準をいずれにも適合すること。 

第２条 栄養士又は管理栄養士の員数を１以上配置すること。 

第 17 条の２ 施設は、入所者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した日常生活を営む 

ことができるよう、各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行わなければならない。 

-58-



 
 

 
＜留意点＞ 
栄養管理に係る減算については、介護老人福祉施設基準第２条に定める栄養士又は管理栄養士

の員数若しくは第 17 条の２（第 49 条準用含）に規定する基準を満たない事実が生じた場合に、

その翌々月から基準に満たない状況が解消されるに至った月まで、入所者全員について、所定単位

数が減算されることとする（（ただし、翌月の末日において基準を満たすに至っている場合を除

く。）。 

 

 

８．日常生活継続支援加算 (（Ⅰ）1 日につき 36 単位（従来型） 
（Ⅱ）１日につき 46 単位（ユニット型）)  

 
   厚生労働大臣が定める施設基準【平成 27 年厚生省告示第 96 号 50】に適合しているものとし

て都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設。 
 
【平成 27 年厚生省告示第 96 号 50 において準用する 41】 

イ 日常生活継続支援加算(Ⅰ)を算定すべき指定介護福祉施設サービスの施設基準 

(1) 介護福祉施設サービス費又は小規模介護福祉施設サービス費を算定していること。 

(2) 次のいずれかに該当すること。 

ａ 算定日の属する月の前６月間又は前12月間における新規入所者の総数のうち、要介

護状態区分が要介護４又は要介護５の者の占める割合が100分の70以上であること。 

ｂ 算定日の属する月の前６月間又は前12月間における新規入所者の総数のうち、日常

生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする

認知症である者の占める割合が100分の65以上であること。 

ｃ 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則（昭和62年厚生省令第49号）第１条各号に掲

げる行為を必要とする者の占める割合が入所者の100分の15以上であること。 

(3) 介護福祉士の数が、常勤換算方法で、入所者の数が６又はその端数を増すごとに１以

上であること。 

ただし、次に掲げる規定のいずれにも適合する場合は、介護福祉士の数が、常勤換算

方法で、入所者の数が７又はその端数を増すごとに１以上であること。 

ａ 業務の効率化及び質の向上又は職員の負担の軽減に資する機器（以下「介護機器

等」という。）を複数種類使用していること。 

ｂ 介護機器等の使用に当たり、介護職員、看護職員、介護支援専門員その他の職種の

者が共同して、アセスメント（入所者の心身の状況を勘案し、自立した日常生活を営

むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握することをいう。）及び入

所者の身体の状況等の評価を行い、職員の配置の状況等の見直しを行っていること。 

ｃ 介護機器等を活用する際の安全体制及びケアの質の確保及びに職員の負担軽減に関

する次に掲げる事項を実施し、かつ、介護機器等を安全かつ有効に活用するための委

員会を設置し、介護職員、看護職員、介護支援専門員その他の職種の者と共同して、

当該委員会において必要な検討等を行い、及び当該事項の実施を定期的に確認するこ

と。 

ⅰ 入所者の安全及びケアの質の確保 

ⅱ 職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮 

ⅲ 介護機器等の定期的な点検 

ⅳ 介護機器等を安全かつ有効に活用するための職員研修 

(4) 定員超過利用、人員基準欠如に該当していないこと。 
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ロ 日常生活継続支援加算(Ⅱ)を算定すべき指定介護福祉施設サービスの施設基準 

(1) ユニット型介護福祉施設サービス費又はユニット型小規模介護福祉施設サービス費を

算定していること。 

(2) イ(2)から(4)までに該当するものであること。 
 

 

 ＜留意点＞ 
① 日常生活継続支援加算は、居宅での生活が困難であり、介護老人福祉施設への入所の必要性

が高いと認められる重度の要介護状態の者や認知症である者等を積極的に入所させるととも

に、介護福祉士資格を有する職員を手厚く配置し、質の高い介護福祉施設サービスを提供する

ことにより、そうした入所者が可能な限り個人の尊厳を保持しつつ日常生活を継続することが

できるよう支援することを評価するものである。 

② 「日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要と

する認知症である者」とあるのは、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する者をいう。 

③ 算定日の属する月の前６月間又は前 12 月間における新規入所者の総数における要介護４又

は５の者の割合及び日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められること

から介護を必要とする認知症である者の割合を算出する際には、対象となる新規入所者ごとの

その入所の日における要介護度及び日常生活自立度の判定結果を用いること。また、届出を行

った月以降においても、毎月において直近６月間又は 12 月間のこれらの割合がそれぞれ所定 

の割合以上であることが必要である。これらの割合については、毎月記録するものとし、所定

の割合を下回った場合については、直ちに加算等が算定されなくなる旨の届出を提出しなけれ

ばならない。 

④ 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則（昭和 62 年厚生省令第 49 号）第１条各号に掲げる行

為を必要とする者の占める割合については、届出日の属する月の前４月から前々月までの３月

間のそれぞれの末日時点の割合の平均について算出すること。また、届出を行った月以降にお

いても、毎月において前４月から前々月までの３月間のこれらの割合がそれぞれの所定の割合

以上であることが必要である。これらの割合については、毎月記録するものとし、所定の割合

を下回った場合については、直ちに加算等が算定されなくなる旨の届出を提出しなければなら

ない。 

⑤ 当該加算の算定を行うために必要となる介護福祉士の員数を算出する際の入所者数につい

ては、以下のとおりである。また、介護福祉士の員数については、届出日の属する月の前３月

間における員数の平均を、常勤換算方法を用いて算出した値が、必要な人数を満たすものでな

ければならない。さらに、届出を行った月以降においても、毎月において直近３月間の介護福

祉士の員数が必要な員数を満たしていることが必要であり、必要な人数を満たさなくなった場

合は、直ちに加算等が算定されなくなる旨の届出を提出しなければならない。 

  なお、介護福祉士については、各月の前月の末日時点で資格を取得している者とすること。 

＜必要となる介護福祉士の員数を算出する際の入所者数について＞ 

    当該加算の算定を行うために必要となる介護福祉士の員数を算出する際の入所者数は、当

該年度の前年度（毎年４月１日に始まり翌年３月 31 日をもって終わる年度とする。）の平均

を用いる。（ただし、新規開設又は再開の場合は推定数による。）。この場合、入所者数の平

均は、前年度の全入所者の延数を当該前年度の日数で除して得た数とする。この平均入所者数

の算定に当たっては、小数点第２位以下を切り上げるものとする。 

⑥ 必要となる介護福祉士の数が常勤換算方法で入居者の数が７又はその端数を増すごとに１

以上である場合においては、次の要件を満たすこと。 

 イ 「業務の効率化及び質の向上又は職員の負担の軽減に資する機器を 複数種類使用」とは、

以下に掲げる介護機器を使用することであり、少なくともａからｃまでに掲げる介護機器

は使用することとする。その際、ａの機器は全ての居室に設置し、ｂの機器は全ての介護職

員が使用すること。 
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ａ 見守り機器 

ｂ インカム等の職員間の連絡調整の迅速化に資するＩＣＴ機器 

ｃ 介護記録ソフトウェアやスマートフォン等の介護記録の作成の効率化に資する 

ＩＣＴ機器  

ｄ 移乗支援機器 

ｅ その他業務の効率化及び質の向上又は職員の負担の軽減に資する機器 

介護機器の選定にあたっては、事業所の現状の把握及び業務面において抱えている課題 

の洗い出しを行い、業務内容を整理し、従業者それぞれの担うべき業務内容及び介護機器

の活用方法を明確化した上で、洗い出した課題の解決のために必要な種類の介護機器を選

定すること。 

ロ 介護機器の使用により業務効率化が図られた際、その効率化された時間は、ケアの質の

向上及び職員の負担の軽減に資する取組に充てること。 

ケアの質の向上への取組については、幅広い職種の者が共同して、見守り機器やバイタ

ルサイン等の情報を通じて得られる入居者の記録情報等を参考にしながら、適切なアセス

メントや入居者の身体の状況等の評価等を行い、必要に応じ、業務体制を見直すこと。 

ハ 「介護機器を安全かつ有効に活用するための委員会」（以下「介護機器活用委員会」と

いう。）は３月に１回以上行うこと。介護機器活用委員会は、テレビ電話装置等を活用し

て行うことができるものとする。なお、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関

係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報

システムの安全管理に関するガイドライン」等に対応していること。また、介護機器活用

委員会には、管理者だけでなく実際にケアを行う職員を含む幅広い職種や役割の者が参画

するものとし、実際にケアを行う職員の意見を尊重するよう努めることとする。  

ニ 「入居者の安全及びケアの質の確保」に関する事項を実施すること。 具体的には次の事

項等の実施により利用者の安全及びケアの質の確保を行うこととする。 

   ａ 介護機器から得られる睡眠状態やバイタルサイン等の情報を入居者の状態把握に活

用すること。 

 ｂ 介護機器の使用に起因する施設内で発生したヒヤリ・ハット事例等の状況を把握し、

その原因を分析して再発の防止策を検討すること。  

ホ 「職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮」に関する事項を実施すること。具体的には、 

実際にケアを行う介護福祉士を含めた介護職員に対してアンケートやヒアリング等を行

い、介護機器の導入後における次の事項等を確認し、人員配置の検討等が行われているこ

と。  

ａ ストレスや体調不安等、職員の心身の負担が増えていないかどうか  

ｂ １日の勤務の中で、職員の負担が過度に増えている時間帯がないかどうか 

ｃ 休憩時間及び時間外勤務等の状況  

ヘ 日々の業務の中で予め時間を定めて介護機器の不具合がないことを確認する等のチェ

ックを行う仕組みを設けること。また、介護機器 のメーカーと連携し、定期的に点検を行

うこと。 

ト 介護機器の使用方法の講習やヒヤリ・ハット事例等の周知、その事例を通じた再発防止

策の実習等を含む職員研修を定期的に行うこと。この場合の要件で日常生活継続支援加算

を取得する場合においては、３月以上の試行期間を設けることとする。入居者の安全及び

ケアの質の確保を前提にしつつ、試行期間中から介護機器活用委員会を設置し、当該委員

会において、介護機器の使用後の人員体制とその際の職員の負担のバランスに配慮しなが

ら、介護機器の使用にあたり必要な人員体制等を検討し、安全体制及びケアの質の確保、

職員の負担軽減が図られていることを確認した上で、届出をすること。なお、試行期間中

においては、通常の日常生活継続支援加算の要件を満たすこととする。 届出にあたり、都

道府県等が当該委員会における検討状況を確認できるよう、当該委員会の議事概要を提出

すること。また、介護施設のテクノロジー活用に関して、厚生労働省が行うケアの質や職

員の負担への影響に関する調査・検証等への協力に努めること。 

⑦ 当該加算を算定する場合にあっては、サービス提供体制強化加算は算定できない。 
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９．看護体制加算 (1 日につき、(Ⅰ)イ 6 単位・(Ⅰ)ロ 4 単位・ 
(Ⅱ)イ 13 単位・(Ⅱ)ロ 8 単位) 

 
 厚生労働大臣が定める施設基準【平成 27 年厚生省告示第 96 号 51】に適合しているものとし

て都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設。 

 

【平成 27 年厚生省告示第 96 号 51】 

   イ 看護体制加算(Ⅰ)イ 

(1) 入所定員が 30 人以上 50 人以下（平成 30 年３月 31 日までに指定を受けた施設にあっ

ては、31 人以上 50 人以下）であること 

(2) 常勤の看護師を１名以上配置していること。 

(3) 定員超過利用、人員基準欠如に該当しないこと。 

   ロ 看護体制加算(Ⅰ)ロ 

(1) 入所定員が 51 人以上（平成 30 年３月 31 日までに指定を受けた施設にあっては、30 人

又は 51 人以上）であること。 

(2) イ(2)及び(3)に該当するものであること。 

   ハ 看護体制加算(Ⅱ)イ 

(1) イ(1)に該当するものであること。 

(2) 看護職員の数が、常勤換算方法で、入所者の数が 25 又はその端数を増すごとに１以上

であり、かつ、指定介護老人福祉施設基準第２条第１項第３号ロに規定する指定介護老人

福祉施設に置くべき看護職員の数に１を加えた数以上であること。 

 

 

(3) 当該指定介護老人福祉施設の看護職員により、又は病院、診療所若しくは訪問看護ス

テーションの看護職員との連携により、24 時間連絡できる体制を確保していること。 

(4) イ(3)に該当するものであること。 

   ニ 看護体制加算(Ⅱ)ロ 

(1) ロ(1)に該当するものであること。 

(2) ハ(2)から(4)までに該当するものであること。 

 

  

＜留意点＞ 
  ① 併設事業所について 

    併設短期入所生活介護事業所における看護体制加算の算定に当たっては、本体施設におけ

る看護職員の配置とは別に、必要な看護職員の配置を行う必要がある。 

 

具体的には以下のとおりとする。 

イ 看護体制加算(Ⅰ)については、本体施設における看護師の配置にかかわらず、指定短期入

所生活介護事業所として別に１名以上の常勤の看護師の配置を行った場合に算定が可能で

ある。 

ロ 看護体制加算(Ⅱ)については、本体施設における看護職員の配置にかかわらず、看護職員

の指定短期入所生活介護事業所（特別養護老人ホームの空床利用の場合を除く。）における

勤務時間を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数（１週間に勤務すべき時

間数が 32 時間を下回る場合は 32 時間を基本とする。）で除した数が、利用者の数が 25 又

はその端数を増すごとに１以上となる場合に算定が可能である。 

② 特別養護老人ホームの空床利用について 

特別養護老人ホームの空床を利用して指定短期入所生活介護を行っている場合にあって

は、指定介護老人福祉施設の入所者と指定短期入所生活介護の利用者を合算したものを「入所

者数」として取り扱い、一体的に加算を行うこと。具体的には、次のとおりとすること。 

イ 看護体制加算(Ⅰ)については、本体施設に常勤の看護師を１名配置している場合は、空床

利用の指定短期入所生活介護についても、算定が可能である。 

 

 

-62-



 
 

 

ロ 看護体制加算(Ⅱ)については、指定介護老人福祉施設の入所者数と空床利用の指定短期

入所生活介護の利用者数を合算した数が 25 又はその端数を増すごとに１以上、かつ、当該

合算した数を指定介護老人福祉施設の「入所者の数」とした場合に必要となる看護職員の数

に１を加えた数以上の看護職員を配置している場合に算定が可能となる。 

③ 看護体制加算(Ⅰ)イ及び看護体制加算(Ⅱ)イ又は看護体制加算(Ⅰ)ロ及び看護体制加算

(Ⅱ)ロは、それぞれ同時に算定することが可能である。この場合にあっては、看護体制加算

(Ⅰ)イ又はロにおいて加算の対象となる常勤の看護師についても、看護体制加算(Ⅱ)イ又は

ロにおける看護職員の配置数の計算に含めることが可能である。 

④ 「24 時間連絡できる体制」とは、施設内で勤務することを要するものではなく、夜間にお

いても施設から連絡でき、必要な場合には施設からの緊急の呼出に応じて出勤する体制をい

うものである。具体的には、 

イ 管理者を中心として、介護職員及び看護職員による協議の上、夜間における連絡・対応体

制（オンコール体制）に関する取り決め（指針やマニュアル等）の整備がなされていること。 

ロ 管理者を中心として、介護職員及び看護職員による協議の上、看護職員不在時の介護職員

による入所者の観察項目の標準化（どのようなことが観察されれば看護職員に連絡するか）

がなされていること。 

ハ 施設内研修等を通じ、看護・介護職員に対して、イ及びロの内容が周知されていること。 

ニ 施設の看護職員とオンコール対応の看護職員が異なる場合には、電話やＦＡＸ等により

入所者の状態に関する引継を行うとともに、オンコール体制終了時にも同様の引継を行う

こと。 

といった体制を整備することを想定している。 

 

 

 

10．夜勤職員配置加算 (1 日につき、(Ⅰ)イ 22 単位・(Ⅰ)ロ 13 単位・ 
(Ⅱ)イ 27 単位・(Ⅱ)ロ 18 単位 

（Ⅲ）イ 28 単位・(Ⅲ)ロ 16 単位 
  （Ⅳ）イ 33 単位・(Ⅳ)ロ 21 単位） 

 
 厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準【平成 12 年厚生省告示第 29

号 5 ロ】を満たすものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設。 

 

【平成 12 年厚生省告示第 29 号（夜勤基準）5 ロ】 

ロ 夜勤職員配置加算算定すべき夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 

(1) 夜勤職員配置加算(Ⅰ)イ 

(一) 介護福祉施設サービス費を算定していること。 

(二) 定員 30 人以上 50 人以下（平成 30 年 3 月 31 日までに指定を受けた施設にあって

は、31 人以上 50 人以下）であること。 

(三)  夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、夜勤基準第一号ロ(1)に規定する夜勤

を行う介護職員又は看護職員の数に１を加えた数以上であること。ただし、次の a 又

は b に掲げる場合は、当該 a 又は b に定める数以上であること。 

  a 次に掲げる要件のいずれにも適合している場合 

夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に 10 分の 9 を加えた数 

ⅰ 見守り機器を、当該指定介護老人福祉施設の入所者の数の 10 分の 1 以上の

数設置していること。 

ⅱ 見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し、必要な検討が

行われていること。 

  b 次に掲げる要件のいずれにも適合している場合 

夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に 10分の 6を加えた数(夜勤基準第一号ロ  

(1)ｆの規定に基づき夜勤を行う介護職員又は看護職員を配置している場合にあ

っては、夜勤基準第一号ロ(1)に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数

に 10 分の 8 を加えた数） 
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ⅰ夜勤時間帯を通じて、見守り機器を当該指定介護老人福祉施設の入所者の数 

以上の数設置していること。 

ⅱ 夜勤時間帯を通じて、夜勤を行う全ての介護職員又は看護職員が、情報通信

ききを使用し、職員同士の連携促進が図られていること。 

ⅲ 見守り機器を活用する際の安全体制及びケアの質の確保並びに職員の負担

軽減に関する次に掲げる事項を実施し、かつ、見守り機器を安全かつ有効に活

用するための委員会を設置し、介護職員、看護職員その他の職種の者と共同し

て、当該委員会において必要な検討を行い、及び当該事項の実施を定期的に確

認すること。 

     ⑴ 夜勤を行う職員による居室への訪問を個別に必要とする入所者への訪問

及び当該入所者に対する適切なケア等による入所者の安全及びケアの質の

確保 

⑵ 夜勤を行う職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮 

⑶ 見守り機器等の定期的な点検 

⑷ 見守り機器等を安全かつ有効に活用するための職員研修 

(2) 夜勤職員配置加算(Ⅰ)ロ 

(一) (1)(一)に該当するものであること。 

(二) 定員 51 人（平成 30 年 3 月 31 日までに指定を受けた施設にあっては、30 人又は

51 人以上）であること。 

(三) (1)(三)に掲げる基準に該当するものであること。 

(3) 夜勤職員配置加算(Ⅱ)イ 

(一) ユニット型介護福祉施設サービス費を算定していること。 

(二) 定員 30 人以上 50 人以下（平成 30 年 3 月 31 日までに指定を受けた施設にあって

は、31 人以上 50 人以下）であること。 

(三)  夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、夜勤基準第一号ロ(2)に規定する夜勤

を行う介護職員又は看護職員の数に１を加えた数以上であること。ただし、次の a 又

は b に掲げる場合は、当該 a 又は b に定める数以上であること。 

  a 次に掲げる要件のいずれにも適合している場合 

夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に 10 分の 9 を加えた数 

ⅰ 見守り機器を、当該指定介護老人福祉施設の入所者の数の 10 分の 1 以上の

数設置していること。 

ⅱ 見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し、必要な検討が

行われていること。 

  b 次に掲げる要件のいずれにも適合している場合 

夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に 10 分の 6 を加えた数 

ⅰ夜勤時間帯を通じて、見守り機器を当該指定介護老人福祉施設の入所者の数以

上の数設置していること。 

ⅱ 夜勤時間帯を通じて、夜勤を行う全ての介護職員又は看護職員が、情報通信

ききを使用し、職員同士の連携促進が図られていること。 

ⅲ 見守り機器を活用する際の安全体制及びケアの質の確保並びに職員の負担

軽減に関する次に掲げる事項を実施し、かつ、見守り機器を安全かつ有効に活

用するための委員会を設置し、介護職員、看護職員その他の職種の者と共同し

て、当該委員会において必要な検討を行い、及び当該事項の実施を定期的に確

認すること。 

     ⑴ 夜勤を行う職員による居室への訪問を個別に必要とする入所者への訪問

及び当該入所者に対する適切なケア等による入所者の安全及びケアの質の

確保 

⑵ 夜勤を行う職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮 

⑶ 見守り機器等の定期的な点検 

⑷ 見守り機器等を安全かつ有効に活用するための職員研修 
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(4) 夜勤職員配置加算(Ⅱ)ロ 

(一) (3)(一)に該当するものであること。 

(二) 定員 51 人以上（平成 30 年 3 月 31 日までに指定を受けた施設にあっては、30 人又 

 は 51 人以上）であること。 

(三) (1)(三)に掲げる基準に該当するものであること。 

(5) 夜勤職員配置加算(Ⅲ)イ 

(一) (1)（一）から（三）までに該当するものであること。 

(二) 夜勤時間帯を通じて、看護職員又は次のいずれかに該当する職員を１人以上配置

していること。 

ａ 介護福祉士(介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する

法律(平成 23 年法律第 72 号)附則第 13 条第１項に規定する特定登録者(ｂにおい

て「特定登録者」という。)及び同条第９項に規定する新特定登録者(ｃにおいて

「新特定登録者」という。)を除く。)であつて、社会福祉士及び介護福祉士法施行

規則(昭和 62 年厚生省令第 49 号)第１条各号に掲げる行為のうちいずれかの行為

に係る実地研修を修了している者 

ｂ 特定登録者であって、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を

改正する法律附則第 13 条第５項に規定する特定登録証の交付を受けている者  

ｃ 新特定登録者であって、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部

を改正する法律附則第 13 条第 11 項において準用する同条第５項に規定する新特

定登録証の交付を受けている者 

ｄ 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和 62 年法律第 30 号)附則第３条第１項に規定

する認定特定行為業務従事者 

(三) （二）ａ、ｂ又はｃに該当する職員を配置する場合にあっては喀疾吸引等業務の登 

録(社会福祉士及び介護福祉士法第 48 条の３第１項に規定する登録をいう。)を、

（二）ｄに該当する職員を配置する場合にあっては特定行為業務(社会福祉士及び介

護福祉士法附則第 20 条第１項に規定する特定行為業務をいう。)の登録(社会福祉士

及び介護福祉士法附則第 20 条第１項に規定する登録をいう。)を受けていること。 

 (6) 夜勤職員配置加算(Ⅲ)ロ 

(一) (2)（一）から（三）までに該当するものであること。 

(二) (5)（二）及び（三）に該当するものであること。 

(7) 夜勤職員配置加算(Ⅳ)イ 

(一) (3)（一）から（三）までに該当するものであること。 

(二) (5)（二）及び（三）に該当するものであること。 

 (8) 夜勤職員配置加算(Ⅳ)ロ 

(一) (4)（一）から（三）までに該当するものであること。 

(二) (5)（二）及び（三）に該当するものであること。 

 

 

 

＜留意点＞ 
① 夜勤を行う職員の数は、１日平均夜勤職員数とする。１日平均夜勤職員数は、暦月ごとに夜

勤時間帯（午後 10 時から翌日の午前５時までの時間を含めた連続する 16 時間をいう。）に

おける延夜勤時間数を当該月の日数に 16 を乗じて得た数で除することによって算定し、小数

点第３位以下は切り捨てるものとする。 

② 指定短期入所生活介護の事業所を併設している場合又は特別養護老人ホームの空床におい

て指定短期入所生活介護を行っている場合にあっては、指定短期入所生活介護の利用者数と

指定介護老人福祉施設の入所者数を合算した人数を指定介護老人福祉施設の「入所者の数」と

した場合に必要となる夜勤職員の数を夜勤基準に定める要件に従い上回って配置した場合

に、加算を行う。 

③ ユニット型指定介護老人福祉施設にあっては、増配した夜勤職員については、必ずしも特定

のユニットに配置する必要はないものとすること。 

 

 

-65-



 
 

 

 

④ 夜勤職員基準第５号ロの⑴㈢及び⑶㈢ただし書に規定する見守り機器（利用者がベッドか

ら離れようとしている状態又は離れたことを感知できるセンサーであり、当該センサーから

得られた情報を外部通信機能 により職員に通報できる利用者の見守りに資する機器をい

う。以下同じ。）を使用する場合における基準については、以下のとおり取り扱うこととす

る。  

イ 必要となる夜勤職員の数が 0.9 を加えた数以上である場合においては、次の要件を満

たすこと。 

 ａ 利用者の 10 分の１以上の数の見守り機器を設置すること。 

 ｂ 「見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会」は、３月に１回以上行うこと。

「見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会」は、テレビ電話装置等（リア

ルタイムでの画像を介したコミュニケーションが可能な機器をいう。以下同じ。）を

活用して行うことができるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医

療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労

働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

ロ 必要となる夜勤職員の数が 0.6 を加えた数以上である場合（夜勤基準第第一号ロの

⑴㈠ｆの規定に該当する場合は 0.8 を加えた数以上である場合）においては、次の要件

を満たすこと。 

ａ 利用者が使用するすべての居室に見守り機器を設置すること。 

ｂ インカム（マイクロホンが取り付けられたイヤホンをいう。以下 同じ。）等の職員間

の連絡調整の迅速化に資する機器及び見守り機器の情報を常時受信可能なスマートフ

ォンやタブレット端末等の機器を、全ての夜勤職員が使用し、利用者の状況を常時把握

すること。 

ｃ 「見守り機器等を安全かつ有効に活用するための委員会」（以下 「見守り機器等活用

委員会」という。）は３月に１回以上行うこと。「見守り機器等を安全かつ有効に活用

するための委員会」は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。こ

の際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適

切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報 システムの安全管理に関す

るガイドライン」等を遵守すること。また、見守り機器等活用委員会には、管理者だけ

でなく実際に夜勤を行う職員を含む幅広い職種やユニットリーダー等の役割の者が参

画するものとし、実際に夜勤を行う職員の意見を尊重するよう努めることとする。 

ｄ 「利用者の安全及びケアの質の確保に関する事項」を実施すること。具体的には次の

事項等の実施により利用者の安全及びケアの質の確保を行うこととする。 

 ⑴ 見守り機器等を使用する場合においても、一律に定時巡回等をとりやめることはせ 

ず、個々の利用者の状態に応じて、個別に定時巡視を行うこと。 

 ⑵ 見守り機器等から得られる睡眠状態やバイタルサイン等の情報を利用者の状態把握

に活用すること。 

 ⑶ 見守り機器等の使用に起因する事業所内で発生した介護事故又はヒヤリ・ハット事

例（介護事故には至らなかったが介護事故が 発生しそうになった事例をいう。 ） （以

下「ヒヤリ・ハット事例等」という。）の状況を把握し、その原因を分析して再発の防

止策を検討すること。 

ｅ 「夜勤を行う職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮」に関する 事項を実施するこ

と。具体的には、実際に夜勤を行う職員に対して アンケートやヒアリング等を行い、

見守り機器等の導入後における次の事項等を確認し、人員配置の検討等が行われてい

ること。 

 ⑴ ストレスや体調不安等、職員の心身の負担が増えていないかどうか 

 ⑵ 夜勤時間帯において、負担が過度に増えている時間帯がないかどうか 

 ⑶ 休憩時間及び時間外勤務等の状況 

 ｆ 日々の業務の中で予め時間を定めて見守り機器等の不具合がないことを確認する等

のチェックを行う仕組みを設けること。また、見守り機器等のメーカーと連携し、定期

的に点検を行うこと。 
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 ｇ 見守り機器等の使用方法の講習やヒヤリ・ハット事例等の周知、その事例を通じた再

発防止策の実習等を含む職員研修を定期的に行うこと。この場合の要件で夜勤職員配置

加算を取得する場合においては、３月以上の試行期間を設けることとする。利用者の安

全及びやケアの質の確保を前提にしつつ、試行期間中から見守り機器等活用委員会を設

置し、当該委員会において、見守り機器等の使用後の人員体制とその際の夜勤にあたる

職員の負担のバランスに配慮しながら、見守り機器等の使用にあたり必要な人員体制等

を検討し、安全体制及びケアの質の確保、職員の負担軽減が図られていることを確認し

た上で、「テクノロジーの活用」に係る届出をすること。なお、試行期間中においては、

通常の夜勤職員配置加算の要件を満たすこととする。届出にあたり、都道府県等が当該

委員会における検討状況を確認できるよう、当該委員会の議事概要を提出すること。ま

た、介護事業所のテクノロジー活用に関して、厚生労働省が行うケアの質や職員の負担

への影響に関する調査・検証等への協力に努めること。 

 

 

 

11．準ユニットケア加算 (1 日につき 5 単位) 
 

 厚生労働大臣が定める施設基準【平成 27 年厚生省告示第 96 号 52】に適合しているものとし

て都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設。 

 

【平成 27 年厚生省告示第 96 号 52 において準用する 43】 

イ 12 人を標準とする単位（以下「準ユニット」という。）において、ケアを行っているこ

と。 

ロ 入所者のプライバシーの確保に配慮した個室的なしつらえを整備するとともに、準ユニ

ットごとに利用できる共同生活室（利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をい

う。）を設けていること。 

ハ 次の(1)から(3)までに掲げる基準に従い人員を配置していること。 

(1) 日中については、準ユニットごとに常時１人以上の介護職員又は看護職員を配置する

こと。 

(2) 夜間及び深夜において、２準ユニットごとに１人以上の介護職員又は看護職員を夜間

及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。 

(3) 準ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。 

 

 

＜留意点＞ 
 準ユニットケア加算は施設基準において定める基準に適合しているものとして都道府県知事

に届け出た場合に算定されるが、その取扱いについては以下のとおりとすること。なお、施設の

一部のみで準ユニットケア加算の要件を満たす場合、当該要件を満たす部分に入所する者につ

いてのみ準ユニットケア加算を算定して差し支えない。 

イ 「プライバシーの確保に配慮した個室的なしつらえ」とは、可動でないもので隔てる事まで

を要するものではないが、視線が遮断されることを前提とする。建具による仕切りは認めるが、

家具やカーテンによる仕切では不可とする。また、天井から隙間が空いていることは認める。 

ロ １人当たりの面積基準については、４人部屋に中廊下を設けて居室を仕切るなどの様々な工

夫が考えられることから、仕切られた空間についての１人当たり面積基準は設けず、多床室全

体として１人当たりの面積基準を満たしていれば足りることとする。 

 

 

12．生活機能向上連携加算 (1 月につき、(Ⅰ)100 単位・(Ⅱ)200 単位（ただし、

個別機能訓練加算を算定している場合は(Ⅰ)は

算定せず、(Ⅱ)は 1 月につき 100 単位）) 
   別に厚生労働大臣が定める基準【平成 27 年厚生労働省告示第 95 号 42 の４】に適合してい

るものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設において、外部との連携により、
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利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合には、当該基準

に掲げる区分に従い、⑴については、利用者の急性増悪等により当該個別機能訓練計画を見直

した場合を除き３月に１回を限度として、１月につき、⑵については１月につき、次に掲げる

単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にお

いては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、個別機能訓練加算を算定している場合

は、⑴は算定せず、⑵は１月につき 100 単位を所定単位数に算定する。 

  ⑴ 生活機能向上連携加算(Ⅰ)  100 単位 

  ⑵ 生活機能向上連携加算(Ⅱ)  200 単位 

 

【平成 27 年厚生労働省告示第 95 号 42 の４】 

１ 生活機能向上連携加算(Ⅰ)  

    次のいずれにも適合すること。 

イ 指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリ 

テーションを実施している医療提供施設の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師 

の助言に基づき、当該指定介護老人福祉施設の機能訓練指導員等が共同して利用者の身体 

状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っていること。 

   ロ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能の向上を目的とする機能訓 

練の項目を準備し、機能訓練指導員等が利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に提 

供していること。 

   ハ イの評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等を３月ごとに１回以上評価し、利用 

者又はその家族に対し、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要 

に応じて訓練内容の見直し等を行っていること。 

２ 生活機能向上連携加算(Ⅱ)  

    次のいずれにも適合すること。 

イ 指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリ 

テーションを実施している医療提供施設の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師 

が、当該指定介護老人福祉施設を訪問し、当該施設の機能訓練指導員等が共同して利用者 

の身体状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っていること。 

   ロ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能の向上を目的とする機能訓 

練の項目を準備し、機能訓練指導員等が利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に提 

供していること。 

   ハ イの評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等を３月ごとに１回以上評価し、利用 

者又はその家族に対し、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要 

に応じて訓練内容の見直し等を行っていること 

 

 

 
＜留意点＞ 

① 指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテ

ーションを実施している医療提供施設（病院にあっては、許可病床数が 200 床未満のもの

又は当該病院を中心とした半径４キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。）の

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師（以下「理学療法士等」という。）が、当該

指定介護老人福祉施設を訪問し、当該施設の機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相

談員その他の職種の者（以下「機能訓練指導員等」という。）と共同してアセスメント、利

用者の身体の状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っていること。その際、理学療

法士等は、機能訓練指導員等に対し、日常生活上の留意点、介護の工夫等に関する助言を行

うこと。 

  この場合の「リハビリテーションを実施している医療提供施設」とは、診療報酬における

疾患別リハビリテーション料の届出を行っている病院若しくは診療所又は介護老人保健施

設、介護療養型医療施設若しくは介護医療院であること。 
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② ①の個別機能訓練計画には、利用者ごとにその目標、実施時間、実施方法等の内容を記載

しなければならない。目標については、利用者又はその家族の意向及び当該利用者を担当す

る介護支援専門員の意見も踏まえ策定することとし、当該利用者の意欲の向上につながるよ

う、段階的な目標を設定するなど可能な限り具体的かつ分かりやすい目標とすること。なお、

個別機能訓練計画に相当する内容を施設サービス計画の中に記載する場合は、その記載をも

って個別機能訓練計画の作成に代えることができるものとすること。また、個別機能訓練加

算を算定している場合は、別に個別機能訓練計画を作成する必要はないこと。 

③ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能の向上を目的とする機能訓練

の項目を準備し、機能訓練指導員等が、利用者の心身の状況に応じて計画的に機能訓練を適

切に提供していること。 

④ 個別機能訓練計画の進捗状況等について、３月ごとに１回以上、理学療法士等が指定介護

老人福祉施設を訪問し、機能訓練指導員等と共同で評価した上で、機能訓練指導員等が利用

者又はその家族に対して個別機能訓練計画の内容（評価を含む。）や進捗状況等を説明し記

録するとともに、必要に応じて訓練内容の見直し等を行うこと。 

⑤ 各月における評価内容や目標の達成度合いについて、機能訓練指導員等が、利用者又はそ

の家族及び理学療法士等に報告・相談し、必要に応じて当該利用者又はその家族の意向を確

認の上、理学療法士等から必要な助言を得た上で、当該利用者のＡＤＬ（寝返り、起き上が

り、移乗、歩行、着衣、入浴、排せつ等）及びＩＡＤＬ（調理、掃除、買物、金銭管理、服

薬状況等）の改善状況を踏まえた目標の見直しや訓練内容の変更など適切な対応を行うこ

と。 

⑥ 機能訓練に関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）は、利用者ごとに保管され、常

に当該施設の機能訓練指導員等により閲覧が可能であるようにすること。 

 

 

 

13．若年性認知症入所者受入加算 (1 日につき 120 単位) 
 

 厚生労働大臣が定める基準【平成 27 年厚生省告示第 95 号 64】に適合しているものとして都

道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設において、若年性認知症入所者（介護保険法施行令

（平成 10 年政令第 412 号）第２条第６号に規定する初老期における認知症によって要介護者と

なった入所者をいう。以下同じ。）に対して指定介護福祉施設サービスを行った場合。 

 ただし、「認知症行動・心理症状緊急対応加算」を算定している場合は算定しない。 
 

【平成 27 年厚生省告示第 95 号 64 において準用する 18】 
 受け入れた若年性認知症入所者（初老期における認知症によって要介護者となった者）ごと
に個別の担当者を定めていること。 

 
 

＜留意点＞ 
 受け入れた若年性認知症入所者ごとに個別に担当者を定め、その者を中心に、当該入所者の特

性やニーズに応じたサービス提供を行うこと。 

 

 

 

14．個別機能訓練加算 (1 日につき(Ⅰ)12 単位・(Ⅱ)20 単位) 
 

 専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職

員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師（はり師及びきゅう師について

は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師

の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で６月以上機能訓練指導に従事した経験を有

する者に限る。）（以下「理学療法士等」という。）を１名以上配置しているもの（入所者の数

が 100 を超える指定介護老人福祉施設にあっては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤

の理学療法士等を１名以上配置し、かつ、理学療法士等である従業者を機能訓練指導員として常

-69-



 
 

勤換算方法で入所者の数を 100 で除した数以上配置しているもの）として都道府県知事に届け

出た指定介護老人福祉施設において、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他

の職種の者が共同して、入所者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に

機能訓練を行っている場合は、個別機能訓練加算(Ⅰ)として、１日につき 12 単位を所定単位数

に加算する。また、個別機能訓練加算(Ⅰ)を算定している場合であって、かつ、個別機能訓練計

画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、機能訓練の実施に当たって、当該情報その他機能訓練

の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用した場合は、個別機能訓練加算(Ⅱ)として、１ 

月につき 20 単位を所定単位数に加算する。 
 

＜留意点＞ 
① 個別機能訓練加算は、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者

が共同して、個別機能訓練計画に基づき、計画的に行った機能訓練（以下「個別機能訓練」と

いう。）について算定する。 

② 個別機能訓練加算に係る機能訓練は、専ら機能訓練指導員の職務に従事する機能訓練指導

員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者を１名以上配置して行うものであるこ

と。 

③ 個別機能訓練を行うに当たっては、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その

他の職種の者が共同して、利用者ごとにその目標、実施方法等を内容とする個別機能訓練計画

を作成し，これに基づいて行った個別機能訓練の効果、実施方法等について評価等を行う。な

お、個別機能訓練計画に相当する内容を施設サービス計画の中に記載する場合は、その記載を

もって個別機能訓練計画の作成に代えることができる。 

④ 個別機能訓練を行う場合は、開始時及びその３月ごとに１回以上利用者に対して個別機能訓

練計画の内容を説明し、記録する。利用者に対する説明は、テレビ電話装置等（リアルタイム

での画像を介したコミュニケーションが可能な機器をいう。以下同じ。）を活用して行うこと

ができるものとすること。ただし、テレビ電話装置等の活用について当該利用者の同意を得な

ければならないこと。なお、テレビ電話装置等の活用に当たっては、個人情報保護委員会・厚

生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚

生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

⑤ 個別機能訓練に関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）は、利用者ごとに保管され、

常に当該施設の個別機能訓練の従事者により閲覧が可能であるようにすること。 

⑥ 厚生労働省への情報の提出については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）を用いて行

うこととする。ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム

（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」

を参照されたい。 

サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報を活用し、

利用者の状態に応じた個別機能訓練計画の作成（Plan）、当該計画に基づく個別機能訓練の実

施（Do)、当該実施内容の評価（Check）、その評価結果を踏まえた当該計画の見直し・改善

（Action）の一連のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）により、サービスの質の管理を行うこと。

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能 力の維持向上に資する

ため、適宜活用されるものである。 

 

 

15．ＡＤＬ維持等加算 (1 月につき(Ⅰ)30 単位・(Ⅱ)60 単位) 
 

 別に厚生労働大臣が定める基準【平成 27 年厚生労働省告示第 95 号 16 の２】に適合してい

るものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設において、入所者に対して指定介

護福祉施設サービスを行った場合は、評価対象期間（別に厚生労働大臣が定める期間をいう。）

の満了日の属する月の翌月から 12 月以内の期間に限り、当該基準に掲げる区分に従い、１月に

つき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定して

いる場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

⑴ ＡＤＬ維持等加算(Ⅰ)  30 単位 

⑵ ＡＤＬ維持等加算(Ⅱ)  60 単位 
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